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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 （千円） 64,568,88469,801,00866,549,97959,849,17261,417,846

経常利益 （千円） 25,360,78227,490,78522,503,07222,511,46424,643,111

当期純利益 （千円） 14,390,90915,200,12812,003,84312,717,59913,971,418

包括利益 （千円） － － － － 13,994,652

純資産額 （千円） 105,988,238117,577,061114,941,991118,390,902121,947,419

総資産額 （千円） 146,172,412150,737,009138,370,477142,164,069151,636,936

１株当たり純資産額 （円） 3,287.753,657.553,751.903,970.034,200.18

１株当たり当期純利益金

額
（円） 447.12 475.14 382.72 418.85 478.00

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） 446.62 475.06 － 418.81 477.72

自己資本比率 （％） 71.8 77.7 82.9 83.1 80.2

自己資本利益率 （％） 14.2 13.7 10.4 10.9 11.7

株価収益率 （倍） 17.19 14.52 11.23 15.16 13.53

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 21,009,74318,780,97715,979,25722,300,47820,512,476

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △12,539,299△8,029,183△7,711,759△803,908△9,786,092

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △6,815,995△5,620,948△16,102,199△10,260,768△11,127,482

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 21,149,72826,280,57318,445,87129,681,67329,280,574

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（名）

1,158

(460)

1,206

(536)

1,249

(472)

1,204

(312)

1,184

(369)

　（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 （千円） 28,579,48131,085,61929,505,31026,728,33027,587,962

経常利益 （千円） 17,878,79721,093,54725,639,02822,686,84821,009,162

当期純利益 （千円） 11,901,41513,595,81719,022,13715,718,81013,827,316

資本金 （千円） 18,581,61318,881,31218,881,31218,881,31218,881,312

発行済株式総数 （株） 32,604,06232,695,98232,695,98232,695,98231,325,000

純資産額 （千円） 87,086,27597,628,688102,294,758108,680,143112,039,573

総資産額 （千円） 118,938,115121,849,830118,773,424122,018,663132,370,984

１株当たり純資産額 （円） 2,727.213,048.523,343.753,651.333,867.66

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当

額)

（円）
100.00

(50.00)

145.00

(60.00)

165.00

(82.50)

168.00

(72.50)

192.00

(91.00)

１株当たり当期純利益金

額
（円） 369.77 424.99 606.48 517.69 473.07

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） 369.36 424.92 606.42 517.57 472.80

自己資本比率 （％） 73.2 80.1 86.1 89.1 84.6

自己資本利益率 （％） 14.1 14.7 19.0 14.9 12.5

株価収益率 （倍） 20.79 16.24 7.09 12.26 13.67

配当性向 （％） 27.0 34.1 27.2 32.5 40.6

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（名）

348

(107)

344

(111)

349

(76)

351

(58)

384

(106)

　（注）売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【沿革】

　当社（合併前商号セイシン産業株式会社昭和44年11月13日設立、本店所在地愛知県豊明市、株式の額面金額500円）

は、株式会社ユー・エス・エス（昭和55年10月29日設立、本店所在地愛知県東海市、株式の額面金額10,000円）の株式

の額面金額を変更するため、平成９年４月１日を合併期日として、同社を吸収合併し、同社の資産、負債および権利義

務の一切を引き継ぎ、同日をもって商号を株式会社ユー・エス・エスに変更するとともに、合併後本店を愛知県東海

市に移転いたしましたが、合併前の当社は休業状態にあり、合併後において被合併会社の営業活動を全面的に継承い

たしました。

　したがいまして、実質上の存続会社は、被合併会社である株式会社ユー・エス・エス（愛知県東海市）でありますの

で、以下の記載事項につきましては、特段の記述がない限り、合併前日までは実質上の存続会社について記載しており

ます。

年月 事業内容

昭和55年10月愛知自動車総合サービス株式会社設立（資本金2,000万円）

昭和57年８月 愛知県東海市名和町にＵＳＳ名古屋会場開設

平成元年７月 「株式会社ユー・エス・エス九州」設立

平成２年１月 佐賀県鳥栖市にＵＳＳ九州会場開設（株式会社ユー・エス・エス九州が運営）

平成３年12月 「株式会社ユー・エス・エス静岡」設立

平成５年11月 「株式会社ユー・エス・エス東京」設立

平成６年５月 千葉県野田市にＵＳＳ東京会場開設（株式会社ユー・エス・エス東京が運営）

「株式会社ユー・エス・エス・ジャパン」設立

平成６年11月 佐賀県鳥栖市にＵＳＳ九州ゴールド会場開設（株式会社ユー・エス・エス九州が運営）、既設Ｕ

ＳＳ九州会場をＵＳＳ九州ファースト会場に改称

平成６年12月 子会社「株式会社ユー・エス物流」設立（提出会社の議決権比率100％）

平成７年３月 「株式会社ユー・エス・エス九州」を吸収合併すると同時に、商号を愛知自動車総合サービス株

式会社から株式会社ユー・エス・エスに変更

平成７年７月 ＵＳＳジャパン・テレビ・オートオークション開設（株式会社ユー・エス・エス・ジャパンが運

営）

平成７年10月 「株式会社ユー・エス・エス静岡」を子会社化

子会社「株式会社ユー・エス・エス岡山」設立（提出会社の議決権比率100％）

平成８年１月 「株式会社ユー・エス・エス東京」を吸収合併

平成８年２月 「株式会社ユー・エス・エス・ジャパン」を子会社化

平成８年４月 ＵＳＳ名古屋会場を愛知県東海市名和町から愛知県東海市新宝町へ新築移転、同時２レーン・セ

リ・システムによる3,000台規模のオークション体制が整う

平成８年７月 岡山県赤磐郡山陽町（現岡山県赤磐市）にＵＳＳ岡山会場開設（株式会社ユー・エス・エス岡山

が運営）

平成８年10月 ＵＳＳ東京会場のセリ方式を全車映像・完全同時２レーン方式へ移行

平成８年11月 静岡県袋井市にＵＳＳ静岡会場開設（株式会社ユー・エス・エス静岡が運営）

平成９年４月 株式の額面金額を変更するため、セイシン産業株式会社（愛知県豊明市、形式上の存続会社）が株

式会社ユー・エス・エスを吸収合併し、商号を株式会社ユー・エス・エスに変更

平成９年６月 子会社「株式会社ユー・エス・エス札幌」設立（提出会社の議決権比率100％）

平成10年３月 北海道江別市にＵＳＳ札幌会場開設（株式会社ユー・エス・エス札幌が運営）

子会社「株式会社ユー・エス・エス静岡」から営業を譲受け、同社を解散

平成10年10月株式会社ユー・エス・エス東京みずほを子会社化（提出会社の議決権比率90.0％）

平成10年11月東京都西多摩郡瑞穂町にＵＳＳ西東京会場開設（株式会社ユー・エス・エス東京みずほが運営）

平成11年１月 ＵＳＳ東京会場のセリ方式を２レーン方式から４レーン方式へ移行

平成11年９月 名古屋証券取引所市場第２部に株式を上場

株式会社ユー・エス・エス群馬を子会社化

平成11年10月群馬県藤岡市にＵＳＳ群馬会場開設（株式会社ユー・エス・エス群馬が運営）

平成11年11月子会社「株式会社ユー・エス・エス・カーバンクネット」（現株式会社カークエスト）設立

平成12年４月 株式交換によりサールオートオークション東北株式会社を完全子会社化し、商号を「株式会社

ユー・エス・エス東北」に変更（提出会社の議決権比率100％）

宮城県刈田郡蔵王町にＵＳＳ東北会場開設（株式会社ユー・エス・エス東北が運営）
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年月 事業内容

平成12年12月東京証券取引所市場第１部に株式を上場

名古屋証券取引所市場第１部指定

平成13年１月 ＵＳＳ東北会場を宮城県刈田郡蔵王町から宮城県柴田郡村田町へ新築移転　

平成13年７月 子会社「株式会社ユー・エス・エス大阪」設立

平成13年10月子会社「株式会社ユー・エス・エス・カーバンクネット」（現株式会社カークエスト）が株式会

社ラビットジャパン（本社千葉県野田市、中古自動車買取専門店フランチャイザー）を吸収合併

平成13年11月大阪市西淀川区にＵＳＳ大阪会場開設（株式会社ユー・エス・エス大阪が運営）

平成14年１月 子会社「株式会社ユー・エス・エス・ジャパン」を吸収合併

平成14年４月 子会社「株式会社ユー・エス・エス横浜」設立（提出会社の議決権比率100％）

平成14年10月株式会社ワールドコミュニケーションズ（現株式会社Ｒ＆Ｗ）を子会社化

平成15年３月 「株式会社ジェイ・エー・エー九州」から営業を譲受け、ＵＳＳ福岡会場として開設

平成15年12月子会社「株式会社ＵＳＳリサイクルオートオークション」設立

子会社「株式会社アビヅ」設立（提出会社の議決権比率51.0％）

平成16年２月 横浜市鶴見区にＵＳＳ横浜会場開設（株式会社ユー・エス・エス横浜が運営）

平成16年６月 名古屋市港区にＵＳＳ-Ｒ名古屋会場開設（株式会社ＵＳＳリサイクルオートオークションが運

営）

　名古屋市港区に株式会社アビヅ　リサイクル工場が稼動

平成16年９月 子会社「株式会社ＵＳＳ神戸」（現株式会社ＵＳＳ関西）設立（提出会社の議決権比率100％）

平成16年10月ＵＳＳ東京会場を千葉県野田市船形小堤から千葉県野田市木間ヶ瀬へ新築移転

平成17年２月 株式交換により「株式会社アールエーエィ」を完全子会社化（提出会社の議決権比率100％）

子会社「株式会社アールエーエィ」の子会社「流通オートオークション株式会社」を「株式会社

ＵＳＳ流通オートオークション」に商号変更

埼玉県越谷市にＵＳＳ流通会場開設（株式会社ＵＳＳ流通オートオークションが運営）

平成17年４月 「ミサワ東洋株式会社」(現株式会社ＵＳＳ東洋)を完全子会社化(提出会社の議決権比率100％)

平成17年５月 千葉県野田市の旧東京会場にＵＳＳ－Ｒ東京会場開設

平成17年９月 株式交換により「株式会社ユー・エス・エス群馬」を完全子会社化(提出会社の議決権比率

100％)

神戸市中央区にＵＳＳ神戸会場開設（株式会社ＵＳＳ神戸が運営）

平成17年10月子会社「株式会社アールエーエィ」が、その子会社「株式会社ＵＳＳ流通オートオークション」

を吸収合併し、商号を「株式会社ＵＳＳ流通オートオークション」へ変更

平成18年１月 ＵＳＳ九州ゴールド会場を新築建替するとともにＵＳＳ九州会場に改称

平成18年３月 子会社「株式会社ＵＳＳサポートサービス」を設立（提出会社の議決権比率100％）

平成18年４月 株式会社ガリバーインターナショナルとの共同出資により、「ＵＧ Powers株式会社」を設立（提

出会社の議決権比率50.0％）

平成18年10月子会社「株式会社ＵＳＳリサイクルオートオークション」を吸収合併

子会社「株式会社ＵＳＳ新潟」を設立（提出会社の議決権比率100％）

平成19年３月 子会社 「株式会社ＵＳＳ神戸」が子会社「株式会社ユー・エス・エス大阪」を吸収合併し、商号

を「株式会社ＵＳＳ関西」に変更

株式交換により「株式会社ケーユーエィ北陸」（現株式会社ＵＳＳ北陸）を完全子会社化（提出

会社の議決権比率100％）

石川県加賀市に北陸会場開設（株式会社ＵＳＳ北陸が運営）

 平成19年４月 ＵＳＳ－Ｒ東京会場を東京会場へ統合

関連会社「株式会社藤岡インター・オートオークション」（現株式会社ＵＳＳ群馬）を第三者割

当増資引受けにより子会社化(提出会社の議決権比率51.1％）　

新潟県見附市に新潟会場開設（株式会社ＵＳＳ新潟が運営）　

 平成19年５月 群馬県藤岡市に藤岡会場開設（株式会社ＵＳＳ藤岡が運営）　

平成19年10月子会社「株式会社カークエスト」を完全子会社化（提出会社の議決権比率100％）

子会社「株式会社ワールド自動車」（現株式会社Ｒ＆Ｗ）を完全子会社化（提出会社の議決権比

率100％）
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年月 事業内容

平成20年４月 子会社「株式会社ワールド自動車」が子会社「株式会社カークエスト」の中古自動車買取販売事

業を吸収分割により承継し、商号を「株式会社Ｒ＆Ｗ」に変更

子会社「株式会社ユー・エス・エス東京みずほ」を完全子会社化（提出会社の議決権比率

100％）

 平成20年５月 流通会場を運営する子会社「株式会社ＵＳＳ流通オートオークション」が埼玉県越谷市から千葉

県野田市（旧Ｒ－東京会場跡地）へ移転

平成21年１月 出品車両受付ストックヤード「鹿児島サイト」を開設 

  平成21年３月

　　　　　　　

西東京会場を運営する子会社「株式会社ユー・エス・エス東京みずほ」が東京都西多摩郡瑞穂町

から埼玉県入間市へ移転するとともに、商号を「株式会社ＵＳＳ埼玉」に変更、会場名を埼玉会場

に改称 

  平成21年11月

　　　　　　　

子会社「株式会社ＵＳＳ藤岡」が子会社「株式会社ユー・エス・エス群馬」を吸収合併し、商号

を「株式会社ＵＳＳ群馬」に変更

  平成22年１月 子会社「株式会社ＵＳＳ群馬」が運営する群馬会場に藤岡会場を統合

  平成22年４月

　　　　　　　

子会社「株式会社ＵＳＳ埼玉」が子会社「株式会社ＵＳＳ流通オートオークション」を吸収合併

し、商号を「株式会社ＵＳＳ関東」に変更

  平成22年９月 愛媛県松山市に四国会場開設（株式会社ユー・エス・エス岡山が運営）

  平成22年10月子会社「株式会社ＵＳＳ関東」を吸収合併

  平成23年２月

　　　　　　　

子会社「株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービス」設立（提出会社の議

決権比率70.0％）

株式会社ガリバーインターナショナルとの合弁会社「ＵＧ Powers株式会社」を解散（同年５月

清算結了）
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３【事業の内容】

ＵＳＳグループは、当社および当社の子会社（15社）および関連会社（２社）で構成されており、オートオーク

ションを中心に事業を行っております。その主な事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の通

りであります。

なお、これらはセグメントの区分と同一であります。　

オートオークション（当社を含む14社）

当社および当社の子会社（連結子会社である株式会社ユー・エス・エス岡山他７社）は中古車取扱事業者を

会員とするオートオークションの運営をしております。また、当社は衛星ＴＶ回線を通じたオートオークション

接続サービスを行っております。連結子会社である株式会社ユー・エス物流は、オートオークションの出品車・

落札車の運搬、引廻しを行っております。連結子会社である株式会社カークエストは、インターネットを通じた

オートオークション接続サービスおよび中古自動車情報サービスを行っております。連結子会社である株式会社

ＵＳＳサポートサービスは、オークション会員向けに金融サービス等を行っております。

関連会社である株式会社インフォキャリーは、携帯電話中古自動車情報サービスを行っております。なお、関連

会社であるＵＧ Powers株式会社は平成23年５月16日付で会社を清算しております。

中古自動車等買取販売（１社）

連結子会社である株式会社Ｒ＆Ｗは、中古自動車および事故現状車の買取販売事業を行っております。

その他（３社）

連結子会社である株式会社アビヅは、廃自動車等のリサイクル事業を行っております。連結子会社である株式

会社ＵＳＳ東洋は、廃ゴムのリサイクル事業を行っております。連結子会社である株式会社ＵＳＳロジスティク

ス・インターナショナル・サービス（開業準備中）は、中古自動車の輸出手続サービス事業を行います。
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（注）１．上記の子会社は、すべて連結対象会社であります。

２．関連会社株式会社インフォキャリーは重要性が低いため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．株式会社ＵＳＳ埼玉は、平成22年４月１日付で株式会社ＵＳＳ流通オートオークションを吸収合併して商号を株式会社ＵＳＳ関東に

変更し、平成22年10月１日付で当社に吸収合併いたしました。

４．株式会社ユー・エス・エス岡山の運営による四国会場は、平成22年９月４日に開設いたしました。

５．株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービス（神奈川県横浜市、資本金50,000千円、当社所有割合70％）は、平成

23年２月７日に設立いたしました。
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４【関係会社の状況】

 

名称 住所 資本金 主な事業内容

議決権に対する提出
会社の所有割合

関係内容
役員の

兼任
資金取引 営業上の取引

設備の
賃貸借直接

所有
間接
所有

合計
当社
役員

（連結子会社）　 　 千円 　 ％ ％ ％ 名 千円 　 　

株式会社

ユー・エス・エス岡山

岡山県

赤磐市
20,000

中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 5

貸付金

300,000

中継料・落札

手数料等
－

株式会社

ユー・エス・エス札幌

北海道

江別市
50,000

中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 5 －

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社ＵＳＳ群馬
群馬県

藤岡市
50,000

中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 4 －

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社

ユー・エス・エス東北

宮城県

柴田郡

村田町

100,000
中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 3 －

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社ＵＳＳ関西

大阪府

大阪市

西淀川区

90,000
中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 6 －

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社

ユー・エス・エス横浜

神奈川県

横浜市

鶴見区

50,000
中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 5 －

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社ＵＳＳ新潟
新潟県

見附市
50,000

中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 5

貸付金

730,000

中継料・落札

手数料等

土地建物

構築物

株式会社ＵＳＳ北陸
石川県

加賀市
60,000

中古自動車のオー

クション運営
100 － 100 5

貸付金

40,000

中継料・落札

手数料等
－

株式会社カークエスト
東京都

中央区
318,300

インターネットに

よる情報提供
100 － 100 4 －

指値落札料の

支払等
－

株式会社

ユー・エス物流

愛知県

東海市
30,000貨物自動車運送 100 － 100 6 －

出品車両の引

廻し手数料の

支払等

建物

株式会社ＵＳＳ

サポートサービス

愛知県

東海市
45,000金融サービス 100 － 100 5

貸付金

1,650,000

書類配送にか

かる取次手数

料等

建物

株式会社Ｒ＆Ｗ
千葉県

野田市
63,028

中古自動車の買取

販売および事故現

状車の買取販売

100 － 100 4 －
出品車両にか

かる手数料等

土地建物

構築物

株式会社アビヅ

愛知県

名古屋市

港区

270,000
廃自動車等のリサ

イクル
51 － 51 6

貸付金

276,771

廃自動車の売

上等

土地建物

構築物

株式会社ＵＳＳ東洋
群馬県

前橋市
100,000

廃ゴムのリサイク

ル
100 － 100 6

貸付金

300,000
－ 建物

株式会社ＵＳＳロジス

ティクス・インターナ

ショナル・サービス

神奈川県

横浜市

鶴見区

50,000
中古自動車の輸出

手続サービス
70 － 70 4 － － －

（注）１．株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービスは、平成23年２月７日に新規設立いたし

ました。

２．株式会社Ｒ＆Ｗについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えており、その主要な損益情報等は以下のとおりであります。

売上高 12,496,372千円

経常利益 694,470千円

当期純利益 392,185千円

純資産額 1,238,633千円

総資産額 2,476,869千円
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 （平成23年３月31日現在）

セグメントの名称 従業員数（名）

オートオークション        706（256）

中古自動車等買取販売       288（31）

その他       164（82）

全社（共通）      26 （0）

合計           1,184（369）

　（注）１．従業員数は、就業人員（嘱託社員および当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループか

ら当社グループ外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を

含む。）は、当連結会計年度の平均人員（１日７時間30分勤務換算）を（　）内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2) 提出会社の状況

 （平成23年３月31日現在）

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

      384（106） 36.2 7.9 5,466

　

セグメントの名称 従業員数（名）

オートオークション        358（106）

全社（共通）      26 （0）

合計          384（106）

  （注）１．従業員数は、就業人員（嘱託社員および社外から当社への出向者を含み、当社から社外への出向者を除く。）

であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当事業年度の平均人員（１

日７時間30分勤務換算）を（　）内に外数で記載しております。

　　　  ２．平均年間給与は、賞与および基準外給与を含んでおります。

　　  　３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。　

 

(3) 労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係はグループ各社とも円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績 

当連結会計年度の日本経済は、新興国に牽引されるかたちで世界経済全体の緩やかな回復傾向を受け、足踏み状

態から脱却の動きをみせましたが、２月以降の中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰、３月の東日本大震災にお

ける被害と電力供給不足による生産減少等により、期末に向け経済環境は大きく悪化しました。

日本国内の自動車流通市場は、９月にエコカー補助金制度（以下「補助金制度」といいます。）が終了したこと

から、新車登録台数は、４月から９月までの期間は前年同期比16.8％増であったのに対し、10月から３月までの期間

は前年同期比23.8％減と大幅に落ち込み、当連結会計年度における新車登録台数は前期比5.7％減の4,601千台とな

りました。

一方、中古車流通市場は、補助金制度の実施により、新車と中古車の販売価格差が縮小したため中古車小売需要は

伸び悩み、また、補助金制度終了後についても、新車登録台数が減少したことにより、新車買替時に発生する下取り

や買取車両が減少し、良質な中古車が不足することとなったことなどから、当連結会計年度における中古車登録台

数は前期比0.2％減となりました。(（社）日本自動車販売協会連合会、（社）全国軽自動車協会調べ)

オートオークション市場につきましては、出品台数は前期比6.4％減の6,360千台となりましたが、中古車流通市

場における需給バランス逼迫の影響を受け成約率が上昇し、成約台数は前期比2.4％増の3,823千台、成約率は

60.1％（前期実績54.9％）となりました。(月刊ユーストカー調べ)

このような経営環境のなか、ＵＳＳグループの当連結会計年度は、売上高61,417百万円（前期比2.6％増）、営業

利益24,332百万円（前期比10.9％増）、経常利益24,643百万円（前期比9.5％増）、当期純利益13,971百万円（前期

比9.9％増）となりました。

 

  当連結会計年度のセグメントの業績は、次のとおりであります。　

　オートオークション

オートオークション事業の出品台数は前期比8.8％減の2,121千台となりましたが、中古車流通市場における需給

バランス逼迫の影響を受け、ＵＳＳグループ全会場の成約率が上昇し、成約台数は前期比1.4％増の1,361千台、成約

率は64.2％（前期実績57.7％）となりました。

この結果、オートオークション事業の外部顧客に対する売上高は43,177百万円（前期比0.9％増）となり、営業利

益は減価償却費やのれん償却額が大幅に減少したことなどから23,372百万円（前期比11.2％増）となりました。

なお、平成23年５月10日付で公表しましたとおり、ＵＳＳグループの事業効率の向上を目的として、千葉県野田市

にある東京会場と流通会場を統合し、東京会場の１会場体制で運営することを決定したため、当連結会計年度にお

いて、流通会場の建物、設備等を減損しました。

  

　中古自動車等買取販売

　当連結会計年度における中古自動車等買取販売事業の主な施策は以下のとおりであります。

①　中古車買取専門店「ラビット」は、買取台数や台当たり粗利益が増加したことに加え、経費の見直しを実施した

ことで営業費用が減少し、増収増益となりました。

②　事故現状車買取販売事業は、買取台数や台当たり粗利益が増加したことにより増収増益となりました。

この結果、中古自動車等買取販売事業は、外部顧客に対する売上高12,494百万円（前期比2.2％増）、営業利益

674百万円（前期比63.1％増）となりました。

　 

　その他

その他の事業のうち主なものは、株式会社アビヅによる廃自動車等のリサイクル事業、株式会社ＵＳＳ東洋によ

る廃ゴムのリサイクル事業であります。

①　株式会社アビヅは、取引先への積極的な営業活動により鉄スクラップや中古パーツ等の取扱量が増加したこと

などから増収となりましたが、人件費等の営業経費が増加したことなどから減益となりました。

②　株式会社ＵＳＳ東洋は、弾性舗装用ゴム製品の取扱量が増加したことに加え、経費削減に努めたことから増収増

益となりました。

この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高5,745百万円（前期比18.9％増）、営業利益168百万円（前

期比14.2％減）となりました。
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(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して401百

万円減少し、29,280百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は20,512百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益23,156百万円

（前期比5.1％増）、減価償却費及びその他の償却費4,685百万円（前期比16.7％減）、法人税等の支払額9,026百万

円（前期比13.6％増）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は9,786百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,303百

万円（前期比581.8％増）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は11,127百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出4,950百万円

（前期比6.0％増）、配当金の支払額5,518百万円（前期比16.4％増）によるものであります。　

２【生産、受注及び販売の状況】

　当連結会計年度における実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(a) オートオークション

(1) オートオークションの状況

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

出品台数（台） 2,121,948 91.2

成約台数（台） 1,361,599 101.4

成約率（％） 64.2 111.2

成約車両金額（百万円） 789,325 105.0

開催回数（回） 836 94.6

（注）１．成約車両金額は、オートオークションによる成約（落札）車両取扱高であり、車両代金（消費税等を含ま

ず）の総額であります。

２．当連結会計年度は、東日本大震災の影響により東京会場、横浜会場、流通会場で１回、東北会場で２回、オーク

ションを休催いたしました。

　 

(2) 登録会員数

区分
当連結会計年度末

（平成23年３月31日現在）
前年同期比（％）

現車オートオークション登録会員数

（社）
45,563 102.8

衛星ＴＶ情報サービス登録会員数（社） 4,248 92.4

インターネット情報サービス登録会員

数（社）
24,688 104.8
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(3) １台当たり手数料の状況

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

出品手数料（円） 5,100 105.2

成約手数料（円） 7,755 101.3

落札手数料（円） 10,386 102.1

（注）１．上記各手数料につきましては会場、出品ブロック（時間帯および出品車両による区分）により異なりますの

で、年間平均手数料を記載しております。

２．出品手数料および成約手数料は出品会員が負担し、落札手数料は落札会員が負担いたします。

３．出品手数料および成約手数料につきましては、大口出品会員に対する手数料割引制度を有しており、割引後

の金額を記載しております。

４．記載金額には、消費税等は含んでおりません。

(4)　販売（営業収益）の実績

①　種類別販売（営業収益）の実績

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

出品手数料（千円） 10,822,763 95.9

成約手数料（千円） 10,559,388 102.7

落札手数料（千円） 14,142,264 103.5

商品売上高（千円） 848,588 113.6

その他の営業収入（千円） 6,804,505 99.8

合計（千円） 43,177,510 100.9

（注）　記載金額には、消費税等は含んでおりません。
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②　会場別販売（営業収益）の実績

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

名古屋会場（千円） 6,574,299 105.5

Ｒ－名古屋会場（千円） 1,482,296 102.4

九州会場（千円） 2,610,552 105.8

福岡会場（千円） 595,168 91.3

東京会場（千円） 11,511,743 99.8

静岡会場（千円） 1,249,558 106.4

埼玉会場（千円） 680,532 105.5

流通会場（千円） 672,299 83.1

岡山会場（千円） 855,432 111.0

札幌会場（千円） 2,133,228 110.2

群馬会場（千円） 1,239,739 93.2

東北会場（千円） 1,090,233 83.5

大阪会場（千円） 1,731,816 97.4

神戸会場（千円） 662,666 99.5

横浜会場（千円） 2,875,394 99.4

新潟会場（千円） 364,794 117.3

北陸会場（千円） 345,464 100.3

物流サービス（千円） 255,665 84.7

衛星ＴＶ情報サービス（千円） 2,219,943 91.7

インターネット情報サービス（千円） 3,756,432 107.5

金融サービス（千円） 270,248 99.2

合計（千円） 43,177,510 100.9

（注）１．記載金額には、消費税等は含んでおりません。

２．平成22年１月に群馬会場と藤岡会場を統合したため、群馬会場の前年同期比は、藤岡会場の営業収益を

含んで算出しております。 

３．岡山会場の営業収益は、平成22年９月に開設した四国会場の営業収益を含んで算出しております。

４．当連結会計年度は、東日本大震災の影響により東京会場、横浜会場、流通会場で１回、東北会場で２回、オーク

ションを休催いたしました。
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(b) 中古自動車等買取販売

(1)　中古自動車買取店舗数

区分
当連結会計年度末

（平成23年３月31日現在）
前年同期比（％）

中古自動車買取店舗数（店舗） 176 93.1

（注）　フランチャイジーの店舗数（155店舗）を含めております。

　 

(2)　種類別販売（営業収益）の実績

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

中古自動車買取販売（千円） 8,456,134 102.0

事故現状車買取販売（千円） 4,038,662 102.6

合計（千円） 12,494,797 102.2

（注）　記載金額には、消費税等は含んでおりません。

(c) その他

　　種類別販売（営業収益）の実績

区分
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

廃自動車等のリサイクル（千円） 4,566,830 122.3

廃ゴムのリサイクル（千円） 1,178,708 107.3

合計（千円） 5,745,538 118.9

（注）１．記載金額には、消費税等は含んでおりません。

２．中古自動車の輸出手続サービス事業は、当連結会計年度末において、サービスを開始しておりません。
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３【対処すべき課題】

 

（当面の課題）

自動車流通市場は、少子高齢化、若年層の車離れ、自動車買替年数の長期化など、さまざまな要因により中長期的に

は縮小傾向になるものと考えられ、オートオークション市場の出品台数にも影響が懸念されます。

このような市場環境を認識し、ＵＳＳグループは「オートオークション市場におけるシェア拡大」を掲げ、中期的

な目標としてシェア40％の確保を目指してまいります。

なお、ＵＳＳグループが対処すべき課題は以下のとおりです。

① 会員の利便性向上

会員の利便性向上に資する設備投資については優先的に実施し、会員の満足度向上を図ります。

② 効果的なＭ＆Ａの実施

ＵＳＳグループはＭ＆Ａを企業成長の機会と捉え、将来キャッシュ・フローの増加に繋がる案件については

積極的な投資を行います。

③ 他業種企業との連携

業務・資本提携などの実施により、シナジー効果の獲得が見込まれる他業種企業との連携を模索します。

④ 中古自動車等買取販売事業、その他の事業の強化

オートオークション事業を核として、中古自動車等買取販売事業やリサイクル事業を拡大し「中古車流通業

界をリードする総合企業」を目指します。
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（株式会社の支配に関する基本方針）

Ⅰ．基本方針の内容

　大規模買付行為が行われる場合、当該大規模買付行為が会社の支配権の移転を伴うものであったとしても、当社　　は

資本市場に公開された株式会社である以上、大規模買付者（大規模買付行為を行おうとする者または大規模買付行為

を行っている者を総称していいます。以下同じとします。）に対して株式を売却するか否かの判断や、大規模買付者に

対して会社の経営を委ねることの是非に関する判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきも

のだと考えております。

　しかしながら、大規模な買付行為の中には、①買付者による買付行為の目的等からみて、買付者が真摯に合理的な経

営を目指すものではないことが明白なもの、②一般株主に不利益な条件での株式の売却を事実上強要するおそれがあ

るもの、③当該買付行為に応じることの是非を一般株主が適切に判断を行うために必要な情報や相当な考慮期間が提

供・確保されていないもの、④当該買付行為に対する賛否の意見または当該買付者が提示する買収提案や、事業計画

等に代替する事業計画等（以下「代替案」と総称します。）を会社の取締役会が株主に対して提示するために必要な

情報、当該買付者との交渉機会、相当な考慮期間等を会社の取締役会に対して与えないもの等、会社の企業価値または

株主の共同の利益に対して回復困難な損害を与える可能性のあるものも少なくありません。

　以上の企業買収をめぐる状況に鑑み、当社は、大規模買付者に対して事前に当該大規模買付行為に関する必要な情報

の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社

株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を当社株

主の皆様に対して提示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、

もって当社の企業価値、ひいては当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図ることが必要であると考えておりま

す。

　当社は、当社の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上をこのようにして図ることを妨げる態様

で当社が発行者である株券等（下記Ⅲ２(1)に定義され、「当社株券等」といいます。以下同じとします。）について

の大規模な買付行為を行う者に対しては、必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値および当社株主の

皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社および当社子会社（以下「ＵＳＳグループ」といいます。）の事業は、会員制オートオークション事業を中心に

中古自動車等買取販売事業、廃自動車等のリサイクル事業などから構成されております。

　オートオークション事業におきましては、全国18か所に現車オークション会場を展開し、会員企業数はＵＳＳグルー

プ全体で45,563社（平成23年３月31日現在）、年間出品台数212万1,948台（平成23年３月期）、市場シェア33.8％

（平成22年暦年実績）と業界トップの地位を確保しております。

１．わが国の中古自動車流通市場について

　わが国の中古自動車流通は、消費者の皆様が、自動車の買い換えを行う際に、所有している自動車を自動車ディー

ラーや中古車買取専門店等に売却し、新しい自動車を購入することが一般的な商習慣となっております。

　そのように売却された自動車は、ＵＳＳグループを含めて、全国に約130あるオークション会場に出品され、取引さ

れることが主流となっております。

　したがって、オートオークションは、株式市場における金融商品取引所と同様、中古自動車流通における商品取引

所としての社会的インフラの役割を担っております。

　

２．オートオークション業界におけるＵＳＳグループの役割

　中古自動車流通市場の中でＵＳＳグループが、オートオークション業界のリーディングカンパニーとして、中古車

取扱業者である会員企業から絶大な支持と信頼をいただいているのは、昭和55年の創業以来、経営理念に「公正な

市場の創造」と「会員との共生」を掲げ、いち早くコンピューターを使った競売システムを導入し、他社に先駆け、

全国主要都市にオークション会場を展開するといった施策を的確かつスピーディーに行った結果であります。

　また、インターネットや衛星ＴＶシステムを利用し、オークション会場に出向かなくても、ＵＳＳグループ18会場

および業務提携契約を締結しているオークション会場から落札できるシステムを開発したことで、会員企業の飛躍

的な利便性の向上を実現しており、ＵＳＳグループはさらなる利益の成長を実現してまいります。
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３．中期経営目標による企業価値向上への取組み

　中長期的には、わが国の自動車需要が成熟期を迎える中で、中古自動車流通における社会的インフラの役割を担い

ながら、資本市場に公開された株式会社として当社株主の皆様の利益を増大させていくには、さらなる市場シェア

の獲得が重要であると考えております。

　ＵＳＳグループは、オートオークション市場における中期的な市場シェアの目標を40％とし、全国18か所で運営す

るオークション会場の利便性向上のために、さらなる設備投資を実施するほか、新規会員の獲得に向けた営業活動

等オートオークション事業へ重点的に経営資源を投入してまいります。また、ＵＳＳグループは、オートオークショ

ン事業を中核として、中古自動車等買取販売事業やリサイクル事業を展開しておりますが、経営方針である「中古

車流通業界をリードする総合企業」となるべく、Ｍ＆Ａを含めてあらゆる成長の機会を迅速に捉え、成長のスピー

ドを加速してまいります。

　また、資本効率を重視した経営も標榜し、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として捉え、中期的

に15％を上回ることを目指しております。

　

４．コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

　当社は、経営理念である「公正な市場の創造」と「会員との共生」を具現化することで、ＵＳＳグループ全体の持

続的な企業価値向上を図っていくため、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、経営の透

明性と公正性の向上と迅速な意思決定の追求に努めております。

　当社は、株主の皆様に対する経営陣の責任を一層明確化するため、平成18年６月28日に開催した第26期定時株主総

会において、取締役の任期を２年から１年に短縮するとともに、経営の透明性と公正性を確保するため、社外取締役

４名を選任し、現在に至っております。

　

５．当社株式に関する取組み

　当社は、平成11年９月に名古屋証券取引所第２部に、平成12年12月に東京証券取引所、名古屋証券取引所第１部に

当社株式を上場して以来、株式分割や単元株数の変更等の措置を実施することによって、当社の株主層の拡大に努

めてまいりました。その結果、平成23年３月31日現在、当社の株主数は8,350名となるとともに、その株主構成につき

ましても個人株主が大半を占めるに至り、当社株式の流動性は上場当初と比較して大きく向上しております。

　当社といたしましては、今後も、当社株式の流動性の向上を図るとともに、安定的な経営を行い、当社の企業価値ま

たは当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を継続的に図ってまいります。

　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

１．「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の目的

　当社は、平成21年６月24日開催の第29回定時株主総会において、上記Ⅰ記載の基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、大規模買付者に対し

て事前に当該大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることに

よって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立

委員会（下記４に定義されます。以下同じとします。）の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見ま

たは代替案を当社株主の皆様に対して提示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行

うこと等を可能とし、もって当社の企業価値、ひいては当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として、

「当社株式大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続を決定いた

しました。

　

２．本プランの内容

(1) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義

　次の①から③のいずれかに該当する行為（ただし、当社取締役会が予め承認をしたものを除きます。）またはそ

の可能性のある行為（以下「大規模買付行為」と総称します。）がなされ、またはなされようとする場合に、本プ

ランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

①　当社が発行者である株券等（注１）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注２）が20％以上となる

当該株券等の買付けその他の取得（注３）

②　当社が発行者である株券等（注４）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注５）とその特別関係者

（注６）の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注７）
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③　上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数

である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保

有者（注８）に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその

一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注９）を樹立する行

為（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合

計が20％以上となるような場合に限ります。）

（注１）金融商品取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じと

します。

（注２）金融商品取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、か

かる株券等保有割合の計算上、(ｉ)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、ならびに(ⅱ)当

該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他

の金融機関ならびに当該特定の株主の公開買付代理人および主幹事証券会社（以下「契約金融機関

等」と総称します。）は、当社の特定の株主の共同保有者とみなします。また、かかる株券等保有割合

の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるもの

とします。

（注３）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび金融商品取引法施行令第14条の

６に規定される各取引を行うことを含みます。

（注４）金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとします。

（注５）金融商品取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。なお、

かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照する

ことができるものとします。

（注６）金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定

める者を除きます。なお、(ⅰ)共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、当該当社の特定の株主の特別

関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。

（注７）買付けその他の有償の譲受けおよび金融商品取引法施行令第６条第２項に規定される有償の譲受け

に類するものを含みます。

（注８）金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。

（注９）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者が

共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取

引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社

株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主および当該他の株主が当社に対して直

接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に従って行うものと

します。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲におい

て、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

（注11）なお、会社法、金融商品取引法その他の法律およびそれらに関する規則、政令、内閣府令および省令等

（以下「法令等」と総称します。）に改正（法令等の名称の変更や法令等を実質的に継承する新しい

法令等の制定を含みます。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等

の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的

に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。
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(2) 買付説明書の提出

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式により、法令等および本

プランに定める手続を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨が記載され、大規模買付者代表者による

署名または記名押印のなされた書面および当該署名または記名押印を行った代表者の資格証明書（以下「買付

説明書」と総称します。）を当社代表取締役社長宛に提出していただきます。当社取締役会は、かかる買付説明書

を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に提出いたします。

　買付説明書には、法令等および本プランに定める手続を遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名または名

称、住所または本店・事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先、大規模買付者が現

に保有する当社の株券等の数、買付説明書提出前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況および

企図する大規模買付行為の概要等も明示していただきます。なお、買付説明書における使用言語は日本語に限り

ます。

　当社は、大規模買付者から買付説明書が提出された場合、当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項に

ついて、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたしま

す。

　

(3) 大規模買付者に対する情報提供要求

　大規模買付者には、当社取締役会に対して、次の①から⑫までに掲げる情報（以下「大規模買付情報」と総称し

ます。）を、当社取締役会が買付説明書を受領した日から10営業日以内（初日は算入されないものとします。）に

（ただし、⑫については、当社取締役会が都度定める合理的な期間内に）提供していただきます。当社取締役会

は、大規模買付情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に対して提供いたします。

　なお、当社取締役会または独立委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた情報だけでは、当該大規模買付行

為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会および独立委員会が当該大規模

買付行為に対する賛否の意見を形成して（以下「意見形成」といいます。）、または代替案を立案して（以下

「代替案立案」といいます。）当社株主の皆様に対して適切に提示することが困難であると判断した場合は、合

理的な期間の提出期限（当社取締役会が買付説明書を受領した日から60日以内（初日は算入されないものとし

ます。）の一定の日とします。）を定めたうえで、当該定められた具体的期間および合理的な期間を必要とする理

由を当社株主の皆様に対して開示することにより、当社株主の皆様による適切な判断ならびに当社取締役会およ

び独立委員会による意見形成および代替案立案のために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要

求することができるものとします。ただし、この場合、当社取締役会は、当該意見に従うことにより取締役の善管

注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独立

委員会の意見に従うものとします。

　また、当社取締役会または独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、その旨

を適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適切に開示いたします。さ

らに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大規模買付情報の受領後、大規模買付情報のうち当該大規模買付行為

に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情報を、適用ある法令等および

金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して原則として適時適切に開示いたします。ただし、当社取締

役会は、かかる判断および決定に当たって、当該意見に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれ

があると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独立委員会の意見に従うものと

します。

　なお、本プランに基づく大規模買付情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は日本語に限りま

す。

①　大規模買付者およびそのグループ（主要な株主または出資者および重要な子会社・関連会社を含み、大規模

買付者がファンドまたはその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者（直接であるか間接である

かを問いません。）その他の構成員ならびに業務執行組合員および投資に関する助言を継続的に行っている者

を含みます。以下同じとします。）の概要（具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容、過去10年以内における

法令違反行為の有無（およびそれが存する場合にはその概要）、ならびに役員の氏名および略歴、過去におけ

る法令違反行為の有無（およびそれが存する場合にはその概要）等を含みます。）

②　大規模買付行為の目的・方法および内容（大規模買付行為の対価の種類および価額、大規模買付行為の時期、

関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為および関連する取引の実現可能性、大

規模買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨およびその理由を含みます。

なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただき

ます。）
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③　大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提案行為等（金融商品取引法

第27条の26第１項に定義される重要提案行為等をいいます。）を行うことに関する意思連絡を含みます。以下

同じとします。）の有無および意思連絡が存する場合にはその具体的な態様および内容

④　大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠およびその算定経緯（算定の前提となる事実や仮定、算定

方法、算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報ならびに大規模買付行為に係る一連の取引により生じる

ことが予想されるシナジーないしディスシナジーの額およびその算定根拠を含みます。）

⑤　大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者（直接であるか間接であ

るかを問いません。）を含みます。）の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件および資金提

供後の担保ないし誓約事項の有無および内容ならびに関連する具体的取引の内容を含みます。）

⑥　大規模買付行為の完了後に意図するＵＳＳグループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資

本政策および配当政策等（大規模買付行為完了後における当社事業または資産の売却、担保提供その他の処分

に関する計画を含みます。）その他大規模買付行為完了後におけるＵＳＳグループの顧客、取引先、役員、従業

員、事業所等が所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇方針

⑦　大規模買付者が濫用的買収者（下記(5)に定義されます。以下同じとします。）に該当しないことを誓約する

旨の書面

⑧　大規模買付行為に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府または第三

者から取得すべき独占禁止法その他の法令等に基づく承認または許認可等の取得の蓋然性（なお、これらの事

項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。）

⑨　大規模買付行為完了後におけるＵＳＳグループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性および国

内外の各種法令等の規制遵守の可能性

⑩　大規模買付者およびそのグループの内部統制システムの具体的内容および当該システムの実効性の有無ない

し状況

⑪　反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません。）およ

びこれらに対する対処方針

⑫　その他当社取締役または独立委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適正な買付説明書を当社取締役会

が受領した日から原則として10営業日以内（初日は算入されないものとします。）に書面により大規模買付者

に対して要求した情報

　

(4) 買付説明書の提出または大規模買付情報の提供がなされないまま大規模買付行為が開始もしくは実行された

場合の手続

　大規模買付者が当社代表取締役社長宛に買付説明書を提出せず、または大規模買付者が当社取締役会に対する

大規模買付情報の提供を完了させることなく、大規模買付行為が開始もしくは実行された場合、独立委員会は、当

社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために対抗措置（下記(12)の内容によります。

以下同じとします。）を発動させないことが必要であることが明白なことその他の特段の事情がある場合を除

き、原則として、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

　

(5) 独立委員会による濫用的買収者該当性の検討

　大規模買付者が本プランに定める手続を遵守した場合、独立委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規

模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告いたします。

　もっとも、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委員会は、当該大規模買付者が濫用的

買収者（次の①から⑨までのいずれかの場合に該当することが疑われるに足りる相当な事情があると認められ

る者を総称していいます。以下同じとします。）に該当するか否かを検討いたします。

①　真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取ら

せる目的で当社株券等の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー）、ないし当社株券等の取得目的

が、主として短期の利鞘の獲得にある場合

②　当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な

知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移

譲させることにある場合

③　当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や

弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を行っている場合
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④　当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係し

ていない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせる

かあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする点にある場合（注

12）

⑤　大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額およびその算定根拠、内容、時期、方

法、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれらに限りません。）が、当社の企業価値または当社株主の皆

様の共同の利益に照らして不十分または不適切なものであると客観的かつ合理的な根拠をもって判断される

場合

⑥　大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け（第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けられ

ない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等

の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で当社株券等の買付けを行い、当社株主の皆様に対して買付け

に応じることを事実上強要するもの）等に代表される当社株主の皆様の判断の機会または自由を制約する構

造上強圧的な方法による買収である場合

⑦　大規模買付者による支配権取得により、当社株主の皆様はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員その

他の利害関係者との関係が破壊または毀損され、その結果として当社の企業価値が著しく毀損することが予想

されたり、当社の企業価値の維持および向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される

場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較

において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断さ

れる場合

⑧　大規模買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力またはテロ組織と関係を有する者が含

まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠を

もって判断される場合

⑨　その他①から⑧に準ずる場合で、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断

される場合

（注12）例えば、会社の資産を買付者の債務の担保とすることや、会社の遊休資産を処分し、その処分利益を

もって高配当をさせることを大規模買付者が意図している場合であっても、かかる大規模買付者の意

図がこれらに形式的に該当することや、株主以外のステークホルダーの利益に悪影響を与えることの

みを理由として、濫用的買収者に該当すると判断しないものといたします。

　

(6) 濫用的買収者であると判定された場合の手続

　独立委員会は、大規模買付者が濫用的買収者に該当すると認めた場合で、かつ、かかる大規模買付行為に対する

対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、取締役会評価期間（下記キに定義さ

れます。以下同じとします。）の開始または終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為

に対する対抗措置の発動を勧告します。

　なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は下記(9)ア①に準じるものとします。

　

(7) 取締役会評価期間の設定等

　取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じた下記①または②の期間（いずれも大規模

買付情報の提供が完了したと当社取締役会または独立委員会が判断した旨を当社が開示した日から起算され、初

日は算入されないものとします。）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者

との交渉等のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。大規模買付行為は、本プ

ランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始または実行されるべきものとします。なお、か

かる取締役会評価期間は、当社の事業内容の評価、検討の困難さや、意見形成、代替案立案等の難易度等を勘案し

て設定されたものです。

①　対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合：最長60日間

②　①を除く大規模買付行為が行われる場合：最長90日間

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報に基づき、当社

の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保ないし向上の観点から企図されている大規模買付行為

に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉等を行うものとします。当社取締役会

が評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉等を行うに当たっては、原則として当社取締

役会から独立した第三者的立場にある外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）

の助言を得るものとします。
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　なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(9)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取

締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情

がある場合、当社取締役会または独立委員会は、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間（初日は算入

されないものとします。）延長することができるものとします。当社取締役または独立委員会が取締役会評価

期間を延長した場合、当社は、当該決議された具体的期間およびその具体的期間が必要とされる理由を適用あ

る法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　

(8) 取締役会評価期間中に大規模買付行為が開始された場合の手続

　独立委員会は、大規模買付者が取締役会評価期間中に大規模買付行為を開始したと認めた場合、当社の企業価値

または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明

白なことその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告しま

す。

　

(9) 独立委員会の勧告手続

　ア　独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、次の①から③までに定めるところに従い、当社取締役会に対して大規

模買付行為に関する勧告を行うものとします。

　

①　独立委員会による対抗措置発動の勧告

　　本プランに別途定める場合のほか、大規模買付者が本プランに定める手続につきその重要な点において違反し

た場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後10営業日以内（初日は

算入されないものとします。）に当該違反が是正されず、かつ、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動

が相当であると判断する場合には、独立委員会は、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保

・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白なことその他の特段の事情がある場合

を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します（なお、独

立委員会は、必要と認める場合には、対抗措置の内容を特定し、対抗措置の発動に一定の条件等を付すことがで

きるものとします。）。

　　かかる勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見およびその意見の理由その他当社取締役会が適切と認

める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って当社株主の皆様に対して適時適切に開

示いたします。また、必要に応じて、勧告に至った独立委員会の議事の要旨について、当社株主の皆様に対して

適時適切に開示いたします。

　なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大規模買付行為が撤回

された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合、対抗措置の発動の中止その

他の再勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合も、当社は、

かかる独立委員会の再勧告およびその再勧告の理由その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用あ

る法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。また、必要

に応じて、再勧告に至った独立委員会の議事の要旨について、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたし

ます。
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②　独立委員会による株主の意思確認の勧告

　独立委員会における評価等の結果、大規模買付者等から提示されたＵＳＳグループの事業計画を含む買収提

案等や、当社取締役会から提示されたＵＳＳグループの事業計画等との間に明らかな相違があるとまでは認め

られない場合等にあっては、対抗措置を発動させることが当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益

の確保・向上のために望ましいか否かの判断が困難であることが通常であると考えられます。従いまして、こ

の場合には、独立委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大規模買付行為に対する対抗措置の発動

の要否や内容等について当社株主の皆様の意思を確認することを勧告します。かかる勧告が行われた場合、当

社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って当社株

主の皆様に対して適時適切に開示いたします。また、必要に応じて、勧告に至った独立委員会の議事の要旨につ

いて、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　なお、独立委員会は、当社取締役会に対して株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべきことを勧告

した後であっても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動

が生じた場合、これと異なる内容の再勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。

　かかる再勧告が行われた場合も、当社は、かかる独立委員会の再勧告およびその再勧告の理由その他当社取締

役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対

して適時適切に開示いたします。また、必要に応じて、再勧告に至った独立委員会の議事の要旨について、当社

株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　

③　独立委員会によるその他の勧告等

　独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、適宜、当社企業価値および当社株主の皆様共同の利益の最

大化の観点から適切と思われる内容の勧告や一定の法令等で許容されている場合における対抗措置の中止ま

たは発動の停止の勧告を行うことができるものとします。

　なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。

　

イ　当社取締役会による独立委員会の勧告の尊重

　当社取締役会は、大規模買付者から提供された大規模買付情報その他の信頼できる客観的な資料や情報に基

づき、当社の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保ないし向上の観点から、企画されている大規

模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとし、当該評価

および検討の結果、独立委員会の勧告（再勧告を含みます。以下本イにおいて同じとします。）の前提となった

事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあると認められる場合や、その勧告の判断過程に明らかに不合理な点が

あると認められる場合等の特段の事情がある場合等、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反

するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独立委員会の勧告

に従うものとし、対抗措置の発動・不発動、対抗措置の発動の停止、発動した対抗措置の中止、または株主総会

の招集等に関する必要な取締役会決議を行うものといたします。

　かかる決議を行った場合、当社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商

品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適切に開示いたします。

　なお、独立委員会の再勧告により、当社取締役会が対抗措置を発動する場合、または新株予約権の無償割当て

の中止や新株予約権の取得を行う場合等においては、当社株式に係る株価について変動リスクが生じる場合が

あり得ます。
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(10)　株主の意思確認手続

　　独立委員会から上記(9)ア②に定める株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべき旨の勧告がなさ　

れた場合には、当社取締役会は、法令等および当社定款に従い、臨時株主総会の招集手続を遅滞なく履践するも

のといたします。

　　大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否や内容等についての当社株主の皆様の意思確認のための決議　

は、株主総会において、議決権を行使することができる当社株主の議決権の過半数を有する当社株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われるものとします。

　　大規模買付行為に対する対抗措置の発動およびその内容について当該株主総会において賛同する旨の決議が

得られた場合、当社取締役会は、当該株主総会決議に従い、大規模買付行為に対する対抗措置を発動いたしま

す。かかる対抗措置の発動に関する決議が当社取締役会において行われた場合、当社は、当社取締役会が適切と

認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適切

に開示いたします。

　　なお、独立委員会から上記(9)ア②に定める株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべき旨の勧告が

なされた場合、大規模買付行為は、当該意思確認の手続が完了するまでの間実行されてはならないものとしま

す。

　

(11)　大規模買付情報の変更

　　当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示をした後、当社取締役会が大規模買付者によって当

該大規模買付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合には、その旨およびその理由その他適切と認め

られる情報を、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って適時適切に開示することにより、従前の大

規模買付情報を前提とする大規模買付行為（以下「変更前大規模買付行為」といいます。）について進めてき

た本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為を変更前大規模買

付行為とは別個の大規模買付行為として取り扱い、本プランに基づく手続が改めて適用されるものとします。

ただし、当社取締役会は、かかる判断に当たっては、当該意見に従うことにより取締役の善管注意義務に違反す

るおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独立委員会の意見に

従うものとします。

　

(12)　対抗措置の具体的内容

　　当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置の一つとして、原則として、会社法第277条

以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものを想定しています（以下割当てられる新株予約権を

「本新株予約権」といいます。）。ただし、会社法その他の法令等および当社の定款上認められるその他の対抗

措置を発動することが相当と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあり得るものと

します。

　　大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要は、(資料)記載のとおり

ですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)本プランに違反をした大規模買付者およびこ

の者と一定の関係にある者（以下本(12)において「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認めら

れないとの行使条件または(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外

の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨の条項等、大規模買付行為に対する対

抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。
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３．本プランの有効期間ならびに継続、廃止および変更について

　本プランの有効期間は、平成24年６月30日までとします。ただし、平成24年６月30日において、現に大規模買付行為

を行っている者または当該行為を企図する者であって独立委員会において定める者が存在する場合には、当該行わ

れているまたは企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。

なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された

場合、または②当社の取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止

されるものとします。したがって、本プランは、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃止させることが可能

です。

　なお、当社は、当社定款第20条第１項において取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までと定めており、毎年の株主総会における取締役選任に関する議案には、

各取締役候補者の本プランに対する賛否を記載する予定ですので、毎年の定時株主総会における取締役選任議案等

を通じて、本プランの継続、廃止、または変更について、当社株主の皆様のご意向を随時反映させることが可能です。

　本プランについては、当社定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、その継続、廃止または変更

の是非につき検討・決議を行います。

　また、当社取締役会は、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、本プランの

実質的趣旨を損なわない範囲で、かつ、法令等もしくは金融商品取引所規則の改正もしくはこれらの解釈・運用の

変更、または税制や裁判例等の変更により合理的に必要と認められる限度で、独立委員会の承認を得たうえで、必要

に応じて本プランを見直し、または変更する場合があります。

　本プランの廃止、変更等が、当社取締役会において決議された場合には、当社は、当社取締役会または独立委員会が

適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適

切に開示いたします。

　

４．独立委員会について

　当社は、本プランによる買収防衛策について、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社

の社外取締役の中の３名以上から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）を設置しています。

　当社は、本プランの導入当初における独立委員会の委員として、当社社外取締役である岡田英雄氏、林　勇氏、真殿　

達氏および佐藤浩史氏の４名を選任しております。

　独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。ただし、委員に事故ある

とき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。また、必

要に応じて、勧告等に至った独立委員会の議事の要旨については、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたし

ます。

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

 26/138



５．株主および投資家の皆様への影響

(1) 本プランの効力発生時に株主および投資家の皆様へ与える影響

　本プランの効力発生時には、本新株予約権の発行自体は行われません。したがって、当社株主の皆様および投資

家の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

　

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会は、本プランに基づき、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的と

して大規模買付行為に対する対抗措置をとることがありますが、現在想定されている対抗措置の仕組み上、当社

株主および投資家の皆様（本プランに違反した大規模買付者およびこの者と一定の関係にある者は除きます。）

の権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、上記２(12)の

規定に従い会社法その他の法令等および当社の定款上認められる他の対抗措置を発動することが相当と判断さ

れた場合には、当該対抗措置の内容次第では、当該対抗措置の発動の結果、当社株主の皆様または投資家の皆様の

権利または経済的利益に何らかの影響が生じる可能性もないわけではありません。また、当社取締役会が、本新株

予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記２(9)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対

抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。

例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動を停止し、本

新株予約権を全て無償取得して新株を交付しない場合には、株主および投資家の皆様が保有する当社株式１株当

たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じること

を前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性があり得ますので、この点を予

めご承知おきください。

　また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使および取得の手続について当社株主の皆様に関わる手続は、次

のとおりです。

　

①　本新株予約権を行使する場合

　当社株主の皆様が本新株予約権を行使することとなる場合、新株を取得するために所定の期間内に一定の金

額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続の詳細につきましては、実際に本新株予約権の無償割

当てをすることになった際に、適用ある法令等に基づき別途お知らせいたします。

　

②　本新株予約権を取得する場合

　当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得の対象となる本新株予約権を保有する当社株主の皆様は上記

①の本新株予約権の行使に係る何らかの手続を執ることなく、当社が本新株予約権を取得し、当社株主の皆様

は、例外事由該当者に該当する場合を除き、これと引換えに当社株式の交付を受けることになります。
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Ⅳ　本プランの合理性について

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開

示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設置された企

業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収

防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

(1) 企業価値ないし株主の皆様の共同の利益の確保・向上

　本プランによる買収防衛策は、上記Ⅲ１記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要

な情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否

かを当社株主の皆様が適切に判断されること、大規模買付行為に応じるべきか否か当社取締役会が独立委員会の勧

告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を、当社株主の皆様に対して提示すること、ある

いは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし当社株

主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的としているものです。

　

(2) 事前の開示

　当社は、当社株主および投資家の皆様ならびに大規模買付者の予見可能性を高め、適正な選択の機会を確保するた

めに、本プランを予め開示しております。

　また、当社は今後も、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、必要に応じて適時適切な開示を行いま

す。

　

(3) 株主意思の重視

　当社は、平成21年６月24日に開催した第29期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）の一部変更および継続の件」を付議し、本プランについての当社株主の皆様の承認を受けておりま

す。

　

(4) 独立委員会の設置

　当社取締役会は、上記Ⅲ４記載のとおり、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、

かつ、本プランに基づく対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するために独立委員会を設置

し、当社取締役会が対抗措置の発動等に関する取締役会決議をする場合には、当該勧告に従うことにより取締役の

善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独

立委員会の勧告に従うものとしています。

　

(5) 外部専門家の意見の取得

　上記Ⅲ２(7)記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に際しては、必要に応じて当社取締役会から独立した

第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得るものとされて

います。これにより、当社取締役会の判断の客観性および合理性が担保されることになります。

　

(6) 取締役の選任を通じた当社株主の皆様の意思確認

　上記Ⅲ３記載のとおり、当社定款第20条第１項において、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定されているため、毎年の定時株主総会における

取締役選任を通じて、本プランを廃止するか否かについての当社株主の皆様のご意思が確認されることになりま

す。

　

(7) デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、上記Ⅲ３記載のとおり、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される

取締役会によって、いつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。
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　(資料)

　

新株予約権の無償割当てをする場合の概要

　

１．割当対象株主

　取締役会で別途定める基準日における株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式（ただし、当社の有

する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てをする。

　

２．新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普通株式は１株と

する。

　

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日

　取締役会において別途定める。

　

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式

１株当たりの価額は金１円以上とする。

　

５．新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

　

６．新株予約権の行使条件

　新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする（なお、取締役会が所定の手続に従って定める一定

の大規模買付者、その共同保有者および特別関係者ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協

調して行動する者として当社取締役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」という。）による権利行使は認められな

いとの行使条件を付すこともあり得る。）。

　

７．当社による新株予約権の取得

　当社は、大規模買付者が本プランに定める手続に違反をした日その他の一定の事由が生じることまたは取締役会が別

に定める日が到来することのいずれかを条件として、取締役会の決議に従い、例外事由該当者以外の新株予約権者が所

有する新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項を取締役会において付すことがあり得る。

　

８．新株予約権の無償取得事由（対抗措置の廃止事由）

　以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとする。

(a) 当社の株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得られた場合

(b) 当社独立委員会の全員一致による決定があった場合

(c) その他取締役会が別途定める場合

　

９．新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間その他必要な事項については、取締役会において別途定めるものとする。
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４【事業等のリスク】

ＵＳＳグループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあり

ます。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。　

（公的規制等）

ＵＳＳグループは、国内において、古物営業法、環境・リサイクル関連法等の法的規制の適用を受けております。Ｕ

ＳＳグループにおきましては、法的手続きによる権利の保全にも万全を期しておりますが、将来において、現在予測

し得ない法的規制が設けられる可能性があり、これらの法的規制に係る指摘を受けた場合、ＵＳＳグループの事業活

動が制限されるおそれがあり、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（関連当事者等との取引）

ＵＳＳグループの会員の多くは中古自動車販売業者であり、その中にはＵＳＳグループの役員、もしくはその親族

が所有しているものもあります。これは、当社設立当初、オークション出品車両確保を目的として中古自動車販売業

者等に広く出資を募るとともに役員への就任を要請したためであります。現在、これらの役員等の所有する会社によ

る出品台数はＵＳＳグループ全体の出品台数に対してそれなりの割合を占めています。これらの役員がＵＳＳグ

ループの役員を退任した場合、出品台数が減少しないとの保証はありません。

（会員およびオークション参加の勧誘および確保について）

ＵＳＳグループの事業にとって、新会員の勧誘、既存会員の確保、会員のオークション参加促進は重要な施策とな

ります。しかし、下記の場合などには、これらの施策に支障が生じる可能性があります。

・ 競合他社がＵＳＳグループの提供しないサービス、施設または便益を提供する場合

・ オークション会場での出品台数・成約率が競合他社と比べて低い場合

・ 役員および従業員の行為がＵＳＳグループの評判に悪影響を与える場合

・ 大口出品業者が、何らかの理由で他の販路を選ぶ場合

（出品車両の調達について）

オートオークション事業はオークション出品車両の調達に大きく依存しており、車両の供給が不足する場合には、

最適な規模でのオークション開催ができない可能性があります。

現状、出品車両の調達は大口出品業者にある程度依存しており、ＵＳＳグループはこれらの業者の参加促進のため

に、手数料の大口割引制度を実施しています。将来ＵＳＳグループが手数料などの条件を変更した場合には、これら

の大口出品業者等の出品台数に影響を与える可能性があります。また、今後とも必要な出品台数を確保できるという

保証はなく、これが事業および経営成績に影響を与える可能性があります。

（成約率の低下について）

ＵＳＳグループは成約率（オークション出品車両のうち売買契約が締結された割合）の低下を経験しています。

成約率の低下は、出品台数に影響を与える可能性があります。

（既存設備拡張の限界について）

ＵＳＳグループの既存設備における事業拡張については、必要とする駐車スペースの確保等の面で能力に限界が

あります。駐車スペースの拡張には、土地の購入、賃借または立体駐車場の建設など、大規模な設備投資が必要となり

ます。

（新しい施設に関連するリスクについて）

ＵＳＳグループはオークション会場の新設ならびに同業者の買収により事業を拡大しておりますが、今後とも事

業拡大のために、会場の新設、同業者の買収や提携を進める可能性があります。このような事業拡大には下記のよう

なリスクを伴います。

・ 新設や買収したオークション会場で十分な量の会員または出品車両を確保できない可能性があります。

・ 買収や合併に際しては、偶発債務もしくは簿外債務、経営上の問題、権利の瑕疵など、不確実な要因が残る場合が

あります。

・ 事業の拡張によって拡大、複雑化する組織を適切に監督するため、当社の経営負担は増大する可能性があります。

・ オークション会場の拡張や移転をするためには、当局による各種許認可を取得する必要があります。これらの許

認可の取得に支障が生じた場合には、計画を遅延または中止しなくてはならない可能性があります。
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（資産の減損）

ＵＳＳグループの保有する減損会計の対象となる資産について、将来キャッシュ・フローにより資産の帳簿価格

を回収できないと判断される場合には、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上する

ことになります。保有資産に係る将来キャッシュ・フローの見込みにより、減損損失を計上することとなった場合、

ＵＳＳグループの事業展開、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（市場全体の成長の限界について）

現在、日本における自動車流通市場は成熟しており、成長の余地は大きくはないものと考えられます。ＵＳＳグ

ループの事業は、オートオークションの利用者にとって有益な自動車流通システムを開発し、これを浸透させること

が重要でありますが、ＵＳＳグループが競合他社を凌ぎ、市場シェアを拡大することができない場合には、収益の減

少、成長率の低下等に結びつく可能性があります。

これまでＵＳＳグループは各営業地域のオークション会場において高いシェアを確保してきました。しかし、競合

他社が積極的な事業の拡大を行ったり、合併や提携を進めた場合、これらの企業がＵＳＳグループにとって対抗でき

ない大規模な施設、サービス、その他便益を提供する可能性があります。一方、自動車メーカー等がその系列販売会社

の流通網を活用し、新たな中古自動車の流通形態を構築したときには、強力な競争相手となり得ます。競争の激化は

ＵＳＳグループの成長性、収益性に悪影響を与えかねません。またＵＳＳグループが設定する手数料および各種料金

は、常に競合他社よりも低水準であるという保証はありません。

（急激な技術革新について）

現車オークション、衛星ＴＶ回線およびインターネットを通じたオークション情報提供に関しては、急激な技術革

新と顧客の需要の変化が市場の特徴となっており、ＵＳＳグループの将来の成功は、急激な技術革新、サービス競争

の激化、需要レベルの高度化に対応していくことができるか否かによって決まります。しかしながらこれらの変化に

順応できない場合、ＵＳＳグループの事業、財政状態および業績は影響を受ける可能性があります。さらに競合する

オークション会場が一層高度な電子商取引技術等を広範に取り入れた場合、ＵＳＳグループはその対応のために相

当な出費を余儀なくされる可能性があります。これらの出費はＵＳＳグループの財源を圧迫し、事業計画の変更や、

財政状態および業績に影響を与えるということもあり得ます。また、ＵＳＳグループがこれらの技術を利用した競争

力のあるサービスの提供を行うことができるという保証はありません。

（ＵＳＳグループの集中管理について）

当社の連結対象子会社の管理業務全般は、当社統括本部にて集中管理をしており、データのバックアップをとるな

どの対策を講じているものの、システムに何らかの支障が生じた場合には、業務に影響を与える可能性があります。

（会員情報の管理について）

ＵＳＳグループのオークションは会員制オークションであり、会員の多くは中古自動車販売業を営んでおります。

これらの会員の情報は、個人情報が含まれているため、個人情報保護方針に基づき厳正に管理をしておりますが、万

一、漏洩した場合には、ＵＳＳグループに対する信用の失墜につながり、業績に影響を与える可能性があります。

（自然災害、事故災害に関するリスクについて）

地震、台風、津波等の自然災害や火災等の事故災害が発生し、ＵＳＳグループの拠点等が被災した場合、その一部ま

たは全部の操業が中断し、サービスの提供や販売ができなくなる可能性があります。また、被災した建物、設備等を復

旧するために多額の費用が発生するおそれもあり、その結果、ＵＳＳグループの事業、財政状態および業績に重大な

影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

  

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  ＵＳＳグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、連結財務諸表に基づいて分析し

たものであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてＵＳＳグループが判断したも

のであります。

(1) 重要な会計方針および見積り

  ＵＳＳグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成

されております。この連結財務諸表の作成に当たりましては、決算日における資産・負債の報告数値、各連結会計

年度における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りおよび仮定設定を行っております。主に貸倒引当金、

退職給付引当金、繰延税金資産等に対して、継続して評価を行っております。これらの見積りについては、過去の

実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果と異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

　当連結会計年度末における総資産は151,636百万円、純資産は121,947百万円で、自己資本比率は80.2％となりま

した。主な増減内容は以下のとおりです。

（総資産）

資産合計は151,636百万円となり、前連結会計年度末と比較して9,472百万円増加しました。これはオークショ

ン貸勘定が5,507百万円増加したことや、横浜会場の隣接地の取得などにより土地が6,288百万円増加したことな

どによるものであります。

（負債）

負債合計は29,689百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,916百万円増加しました。これはオークション

借勘定が5,048百万円増加したことや、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により資産除去債務が705百万

円増加したことなどによるものであります。

（純資産）

純資産合計は121,947百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,556百万円増加しました。これは、自己株式

を4,950百万円取得したのに対し、利益剰余金が8,445百万円増加したことなどによるものであります。なお、自己

株式の消却により、資本剰余金および自己株式がそれぞれ9,018百万円減少しております。
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(3) 経営成績の分析

　ＵＳＳグループの当連結会計年度の売上高は、前期と比較して1,568百万円増加して61,417百万円（前期比

2.6％増）となりました。主な内訳は、オートオークション事業43,177百万円（前期比0.9％増）、中古自動車等買

取販売事業12,494百万円（前期比2.2％増）、その他の事業5,745百万円（前期比18.9％増）であります。

　売上高の増加した主な要因は、廃自動車等のリサイクル事業において、取引先への積極的な営業活動により鉄ス

クラップや中古パーツ等の取扱量が増加したことなどによるものです。

　売上原価は前期と比較して255百万円減少して26,865百万円（前期比0.9％減）となりました。減少した主な要

因は、減価償却費の減少などによるものです。

　販売費及び一般管理費は、前期と比較して567百万円減少して10,220百万円（前期比5.3％減）となりました。減

少した主な要因は、のれん償却額の減少などによるものです。

　以上の結果、当連結会計年度の営業利益は、前期と比較して2,391百万円増加して24,332百万円（前期比10.9％

増）となりました。

　営業外収益は、不動産賃貸料156百万円などにより353百万円、営業外費用は42百万円となりました。

  特別利益は、貸倒引当金戻入額40百万円などにより69百万円、特別損失は、減損損失998百万円、資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額462百万円などにより1,555百万円となりました。

  以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は、前期と比較して1,253百万円増加して13,971百万円（前期比

9.9％増）となりました。

(4) 経営戦略の現状と見通し

今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響により、国内自動車メーカーの生産が大きく落ち込み、平常

化までに時間がかかることが明らかにされており、新車登録台数の大幅な減少はしばらく続くものと思われま

す。このため、新車買替時に発生する下取りや買取車両が減少することにより、オートオークションの出品台数も

減少することが懸念されます。一方、東日本大震災により被災した車両は相当数に上るといわれており、東北地区

を中心に低額車両・小型車両等の中古車小売需要は高まるものと予想されます。

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べて401百万

円減少し29,280百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金20,512百万円に対して、有形固定資産

の取得による支出など投資活動により支出した資金9,786百万円、自己株式の取得および配当金の支払などによ

る財務活動による支出した資金11,127百万円によるものであります。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第２　事業の状況　1．業績等の概要」に記載してお

ります。

　また、ＵＳＳグループは、必要な運転資金および設備投資資金については、自己資金または銀行借入により調達

することとし、当連結会計年度末における有利子負債残高は1,097百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、7,718百万円（完工ベース）であり、主としてオートオーク

ション事業を中心に行ないました。主要なものは以下のとおりであります。

ＵＳＳ横浜会場隣接地取得　 5,460百万円

 　（注）記載金額には消費税等は含んでおりません。

　 

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 （平成23年３月31日現在）

事業所
（所在地）

セグメン
トの名称

設備の
内容

土地
建物
（千円）

構築物
（千円）

車両運
搬具
(千円)

工具、器
具及び
備品
（千円）

リース資
産(千円）

投下資本合
計（千円）

従業
員数
（名）

面積
（㎡）

金額
（千円）

名古屋会場

（愛知県東海市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

174,911.308,646,7413,054,377173,8749,337237,852728,87712,851,06069

Ｒ－名古屋会場

（愛知県

名古屋市港区）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

44,000.00956,208754,1239,6561,9149,988 － 1,731,89012

九州会場

（佐賀県鳥栖市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(37,554.83)

122,641.85
2,436,740936,947174,9994,58797,874 － 3,651,14949

福岡会場

（福岡県

筑紫野市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

72,530.501,327,461237,51014,7451,48626,055 － 1,607,25819

東京会場

（千葉県野田市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(28,849.06)

520,737.74
7,499,6202,897,5061,549,82318,213393,272 － 12,358,436132

静岡会場

（静岡県袋井市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(16.00)

74,957.25
2,237,824294,911136,0002,43940,645 － 2,711,82124

埼玉会場

（埼玉県入間市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

 (2,435.00)

71,546.59
3,049,2882,439,852342,255521105,704 － 5,937,62224

（注）１．投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．土地の面積で（　）内は賃借中のものであり、外書で表示しております。

３．土地の金額は、土地の再評価に関する法律に基づき再評価を行った後の金額を計上しております。

４．従業員数には嘱託社員および社外から当社への出向者を含み、パートタイマーおよび人材会社からの派遣社

員は含んでおりません。

５．前連結会計年度まではオークション会場を全て記載しておりましたが、当連結会計年度より主要なものに限

定して記載をしております。
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(2) 子会社

 （平成23年３月31日現在）

会社名
［事業所］
（所在地）

セグメ
ントの
名称

設備の
内容

土地
建物
（千円）

構築物
（千円）

機械装
置及び
運搬具
（千円）

工具、器
具及び
備品
（千円）

リース資
産(千円)

投下資本合
計（千円）

従業
員数
（名）

面積
（㎡）

金額
（千円）

株式会社ユー・

エス・エス岡山

［岡山会場］

（岡山県赤磐市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(30,134.08)

75,835.94
950,142300,31770,5271,69018,081 － 1,340,75926

株式会社ユー・

エス・エス札幌

［札幌会場］

（北海道江別市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

[110,395.17]

174,876.06

[1,204,523]

1,767,354

[844,800]

896,543

[130,620]

257,791
1,019

[1,000]

115,266
－

[2,180,945]

3,037,975
35

株式会社ユー・

エス・エス東北

［東北会場］

（宮城県柴田郡

村田町）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

[140,296.37]

215,531.62

[773,220]

1,116,292

[593,744]

605,681

[19,629]

37,753
1,769

[2,238]

52,141
－

[1,388,832]

1,813,637
22

株式会社ＵＳＳ

関西

［大阪会場］

（大阪府大阪市

西淀川区）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(5,994.68)

[54,930.35]

60,925.03

[3,719,973]

3,719,973

[4,561,874]

4,578,052

[111,812]

116,822
244

[2,621]

19,118
－

[8,396,281]

8,434,210
31

株式会社ＵＳＳ

関西

［神戸会場］

（兵庫県神戸市

中央区）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

(21.00)

[66,327.51]

66,348.51

[5,489,754]

5,489,754

[4,673,196]

4,687,811

[123,904]

125,348
833

[2,137]

24,262
－
[10,288,992]

10,328,009
17

株式会社ユー・

エス・エス横浜

[横浜会場]

（神奈川県

横浜市鶴見区）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

[82,644.76]

82,644.76

[7,650,000]

7,650,000

[3,751,656]

3,776,379

[104,899]

107,562
1,756

[1,819]

112,153
－
[11,508,374]

11,647,851
53

株式会社ＵＳＳ

新潟

［新潟会場］

（新潟県見附市）

オート

オーク

ション

会場用

地およ

び建物

[86,019.47]

86,019.47

[1,294,982]

1,294,982

[784,209]

794,303

[120,855]

128,482
571

[1,236]

27,660
－

[2,201,284]

2,246,000
17

株式会社アビヅ

（愛知県名古屋市

港区）

その他

工場用

地およ

び建物

[68,177.88]

68,177.88

[1,500,104]

1,500,104

[825,429]

903,066

[15,901]

30,848
471,06920,99794,262

[2,341,435]

3,044,011
109

株式会社ＵＳＳ

東洋

（群馬県前橋市）

その他

工場用

地およ

び建物

89,168.571,132,88690,25234,012130,8621,377 － 1,389,39146

（注）１．投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．土地の面積で（　）内は連結会社以外の者から賃借中のものであり、外書で表示しております。

３．［　］は提出会社から賃借しているもので内書で表示しております。

４．土地の金額は、土地の再評価に関する法律に基づき再評価を行った後の金額を計上しております。

５．従業員数には嘱託社員および当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、パートタイマーおよび人

材会社からの派遣社員は含んでおりません。

６．前連結会計年度まではオークション会場を全て記載しておりましたが、当連結会計年度より主要なものに限

定して記載をしております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資につきましては、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

　設備投資は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定にあたっては、提出会社取締役会において

調整を図っております。

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年６月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 31,325,000 31,325,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数10株 

計 31,325,000 31,325,000 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使　　によ

り発行された株式数は含まれておりません。　　　　　
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 697 697

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,970 6,970

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 1

新株予約権の行使期間
自　平成19年９月15日

至　平成44年６月30日　

自　平成19年９月15日

至　平成44年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　  　6,457

資本組入額　 　 3,229　

発行価格　　  　6,457

資本組入額　 　 3,229

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

する。

当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２ （注）２

　（注）１．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

 (1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役および執行役員のいず

れの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者

は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する

日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

 (2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合（ただし、②については、組織再編にお

ける募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り募集

新株予約権を行使できるものとする。

 ①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。

 ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役会決議または代表執行役の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

 (3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも

のとする。

　　　２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ

き吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式

交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前に

おいて残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
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　 　 ②　平成20年６月25日取締役会決議（第６回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 818 818

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,180 8,180

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月11日

至　平成45年６月30日　

自　平成20年７月11日

至　平成45年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　  　4,977

資本組入額　 　 2,489　

発行価格　　  　4,977

資本組入額　 　 2,489

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

する。

当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２ （注）２

  （注）１．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）１．参照

　　　　２．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）２．参照

 

　 　 ③　平成21年６月24日取締役会決議（第７回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,417 1,417

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 14,170 14,170

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 1

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月10日

至　平成46年６月30日　

自　平成21年７月10日

至　平成46年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　  　3,263

資本組入額　 　 1,632　

発行価格　　  　3,263

資本組入額　 　 1,632

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

する。

当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２ （注）２

  （注）１．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）１．参照

　　　　２．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）２．参照
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　　　④　平成22年６月29日取締役会決議（第８回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 999 999

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,990 9,990

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 1

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月16日

至　平成47年６月30日　

自　平成22年７月16日

至　平成47年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　  　4,591

資本組入額　 　 2,296　

発行価格　　  　4,591

資本組入額　 　 2,296

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

する。

当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２ （注）２

  （注）１．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）１．参照

　　　　２．平成19年８月28日取締役会決議（第５回新株予約権）の（注）２．参照　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

 　　　 　該当事項はありません。　 

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成19年３月31日

70,500

（注）１

32,604,062

180,127

（注）１

18,581,613

180,127

（注）１

23,283,778
46,130

（注）２

150,153

（注）２

150,153

（注）２

500

（注）３

1,877

（注）３

1,877

（注）３

平成20年３月31日

90,920

（注）４
32,695,982

295,944

（注）４
18,881,312

295,944

（注）４
23,583,478

1,000

（注）５

3,755

（注）５

3,755

（注）５

平成21年８月１日

(注)６
－ 32,695,982 － 18,881,312△19,000,0004,583,478

平成22年５月31日

(注)７　
△1,370,98231,325,000 － 18,881,312 － 4,583,478

   （注）１．第１回新株予約権の行使（平成18年４月１日から平成18年10月31日）

２．第２回新株予約権の行使（平成18年４月１日から平成19年３月31日）

３．第４回新株予約権の行使（平成18年４月１日から平成19年３月31日）

４．第２回新株予約権の行使（平成19年４月１日から平成20年３月31日）

５．第４回新株予約権の行使（平成19年４月１日から平成20年３月31日）

６. 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。

７. 自己株式の消却による減少であります。　　

　 

（６）【所有者別状況】

 （平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数10株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 1 39 24 113 325 5 7,770 8,277 －

所有株式数

（単元）
600 492,51333,791263,5081,346,128 64 995,8143,132,418820

所有株式数の

割合（％）
0.02 15.72 1.08 8.41 42.97 0.00 31.79 100.00－

　（注）　自己株式2,364,781株は、「個人その他」に236,478単元、「単元未満株式の状況」に１株含まれております。
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（７）【大株主の状況】

 （平成23年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

服部　太 名古屋市中村区 2,631 8.39

ビービーエイチ　フォー　フィデ
リティー　ロープライス　ストッ
ク　ファンド
（常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

2,000 6.38

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー
（常任代理人　香港上海銀行東京
支店）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

1,933 6.17

ザ　チェース　マンハッタン　バン
ク　エヌエイ　ロンドン　エス　エ
ル　オムニバス　アカウント
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD,ENGLAND
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

1,553 4.95

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 985 3.14

安藤　之弘 名古屋市瑞穂区 908 2.90

野村信託銀行株式会社（退職給
付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口）

東京都千代田区大手町２丁目２番２号 840 2.68

株式会社服部モータース 東海市名和町一枚畑30番の１ 720 2.29

財団法人服部国際奨学財団 東海市名和町一枚畑30番の１ 700 2.23

瀬田　大 名古屋市瑞穂区 690 2.20

計 ───── 12,962 41.38

　（注）１．上記のほか、自己株式が2,364千株あります。
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　      ２．テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー他５社連名により平成23年２月18日付で提出

された大量保有報告書において、平成23年２月10日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、当社として平成23年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の

状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

テンプルトン・インベストメント

・カウンセル・エルエルシー

アメリカ合衆国　33394，フロリダ州，

フォート・ローダデイル，スゥイート

2100，イースト・ブロワード・ブルヴァー

ル　500

1,101 3.52

フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ（アジア）リ
ミテッド

香港、セントラル、コノートロード8、ザ 

チャーターハウス　17階
419 1.34

テンプルトン・アセット・マネ
ジメント・リミテッド

シンガポール共和国　038987、サンテック・

タワー・ワン＃38－03、テマセク・ブル

ヴァール７

103 0.33

フランクリン・テンプルトン・
インベストメント・マネジメン
ト・リミテッド

英国 EH3 8BH、スコットランド、エディンバ

ラ、モリソン・ストリート５
46 0.15

テンプルトン・グローバル・ア
ドバイザーズ・リミテッド

バハマ連邦、ナッソー、ライフォード・ケ

イ、BOX N-7759
1,473 4.70

フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ・コープ

カナダ M2N OA7、オンタリオ州、トロント、

ヤング・ストリート5000
98 0.31

合計 ───── 3,243 10.35

　　　　３．フィデリティ投信株式会社他１社連名により平成22年12月７日付で提出された大量保有報告書において、平成22

年11月30日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成23年３月31日時

点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城山トラ

ストタワー　
17 0.06

エフエムアール　エルエルシー
米国　02109　マサチューセッツ州ボストン、

デヴォンシャー・ストリート82
2,951 9.42

合計 ───── 2,969 9.48
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　2,364,780 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,959,400 2,895,940 －

単元未満株式 普通株式　　　　820　　 － 一単元(10株)未満の株式

発行済株式総数 31,325,000 － －

総株主の議決権 － 2,895,940 －

　 

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ユー・エ

ス・エス

愛知県東海市新宝町

507番地の20
2,364,780－ 2,364,780 7.55

計 － 2,364,780－ 2,364,780 7.55

　 (注)　自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式１株を所有しております。

　

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法に

よるものであります。

 

　　　会社法に基づき、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予

　　約権を発行しております。

　　　①平成19年８月28日取締役会決議

決議年月日 平成19年８月28日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役（社外取締役は除く）　14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
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　　  ②平成20年６月25日取締役会決議

決議年月日 平成20年６月25日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役（社外取締役は除く）　14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

　

　　　③平成21年６月24日取締役会決議　

決議年月日 平成21年６月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役（社外取締役は除く）　14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

　

　　　④平成22年６月29日取締役会決議　

決議年月日 平成22年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役（社外取締役は除く）　14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号、第７号および第13号による普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
取締役会（平成22年５月11日）での決議状況
（取得期間　平成22年５月12日～平成22年６月23日）

500,000 3,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 350,000 2,147,386,100

残存決議株式の総数及び価額の総額 150,000 852,613,900

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 30.0 28.4

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) 30.0 28.4

　

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
取締役会（平成23年５月10日）での決議状況
（取得期間　平成23年５月11日～平成23年６月23日）

500,000 3,250,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 500,000 3,078,227,800

提出日現在の未行使割合(％) 0.0 5.3
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（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 450,009 2,803,557,240

当期間における取得自己株式 － －

 （注）１．当事業年度における取得自己株式の内訳は、当社と株式会社ＵＳＳ関東との合併に反対する株主からの買取　

　（株式数450,000株、価額の総額2,803,500,000円）および単元未満株式の買取り（株式数９株、価額の総額

57,240円）であります。

　　　 ２．当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 1,370,9829,018,319,596－ －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（新株予約権の行使） 720 4,661,280 － －

保有自己株式数 2,364,781 － 2,864,781 －

 （注）当期間における保有自己株式には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式、単元未満株式の買増請求および新株予約権の権利行使による譲渡は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、適正な利益を確保してこれを株主の皆様に還元することを経営上の最重要政策の一つと考えており、これま

でも安定的な配当の継続を基本にしつつ、業績の推移や財務状況を勘案し、増配あるいは株式分割を実施してまいり

ました。

　当期の剰余金の配当につきましては、１株当たりの年間配当金を前期より24円増配の192円とし、連結ベースの配当

性向は40.2％となりました。

　今後の利益配分に関しましては、業績動向、新事業への投資ならびに経営基盤を強固なものとするための内部留保

などを勘案しつつ、総合的には株主利益の向上を図ることを基本方針とし、連結配当性向を40％以上とする方針で

あります。

　なお、当社は、取締役会決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて

おります。したがって、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本方針としております。

　配当の決定機関につきましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　内部留保資金につきましては、事業基盤の強化・拡大のための設備投資、財務体質の強化のための原資として活用さ

せていただく所存であります。

　（注）当期を基準日とする剰余金の配当の取締役会または株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当額（円）

平成22年11月９日　取締役会決議 2,676 91.0

平成23年６月28日　株主総会決議 2,924 101.0

　 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高（円） 8,660 8,180 7,670 6,420 6,960

最低（円） 6,710 5,500 3,630 4,140 5,540

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年10月平成22年11月平成22年12月平成23年１月 平成23年２月 平成23年３月

最高（円） 6,410 6,370 6,770 6,770 6,960 6,690

最低（円） 6,030 5,740 6,020 6,470 6,310 5,540

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

会長
 服部　　太 昭和11年12月１日生

昭和55年10月当社取締役副社長

昭和57年７月当社代表取締役社長

平成18年６月当社代表取締役会長兼最高経

営責任者（ＣＥＯ）

平成19年６月当社代表取締役会長（現任）

平成20年11月　財団法人服部国際奨学財団理　

　　　　　　　事長（現任）

　  〔他の法人等の代表状況〕

平成23年２月株式会社ＵＳＳロジスティク

ス・インターナショナル・

サービス代表取締役会長

（注）３ 2,631

代表取締役

社長

 最高経営責任者

（ＣＥＯ）
安藤　之弘 昭和21年12月２日生

昭和57年７月当社取締役

平成元年11月当社専務取締役

平成７年６月 当社取締役副社長

平成12年６月当社取締役副社長名古屋事業

本部本部長

平成18年６月当社代表取締役社長

平成19年６月当社代表取締役社長兼最高経

営責任者（ＣＥＯ）（現任） 

（注）３ 908

代表取締役

副会長
九州事業本部長 田村　文彦 昭和15年11月３日生

平成元年７月 株式会社ユー・エス・エス九

州専務取締役

平成７年３月 当社専務取締役

平成７年６月 当社取締役副社長九州事業本

部本部長

平成18年６月当社代表取締役副会長九州事

業本部長（現任）

（注）３ 13

代表取締役

副会長
東京事業本部長 原　　重雄 昭和16年４月１日生

平成５年11月株式会社ユー・エス・エス東

京専務取締役

平成８年１月 当社取締役副社長東京事業本

部本部長

平成18年６月当社代表取締役副会長東京事

業本部長（現任）　

　  〔他の法人等の代表状況〕

平成23年２月株式会社ＵＳＳロジスティク

ス・インターナショナル・

サービス代表取締役社長

（注）３ 90

代表取締役

副社長

オークション運

営本部長兼名古

屋事業本部長

瀬田　　大 昭和41年12月23日生

平成16年１月当社執行役員名古屋事業本部

副本部長

平成16年６月当社取締役名古屋事業本部副

本部長

平成18年６月当社代表取締役副社長オーク

ション運営本部長兼名古屋事

業本部長（現任）

 〔他の法人等の代表状況〕

平成20年６月株式会社アビヅ代表取締役社

長（現任）

（注）３ 690
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

副社長

東京事業本部

副本部長
増田　元廣 昭和22年12月27日生

平成６年６月 株式会社ユー・エス・エス東

京取締役

平成７年１月 同社常務取締役

平成８年１月 当社専務取締役

平成13年６月当社専務取締役東京事業本部

副本部長

平成18年６月当社取締役副社長東京事業本

部副本部長（現任）

（注）３ 36

取締役

副社長

九州事業本部

副本部長
合野　栄治 昭和24年６月６日生

平成元年７月 株式会社ユー・エス・エス九

州常務取締役

平成７年３月 当社常務取締役

平成７年６月 当社専務取締役九州事業本部

副本部長

平成13年６月当社専務執行役員

平成15年６月当社専務取締役九州事業本部

副本部長

平成18年６月当社取締役副社長九州事業本

部副本部長（現任）

（注）３ 131

専務取締役
九州事業本部

福岡会場担当
三島　敏雄 昭和22年１月12日生

平成元年７月 株式会社ユー・エス・エス九

州取締役

平成７年３月 当社取締役

平成８年６月 当社常務取締役九州事業本部

営業担当兼車両担当

平成13年６月当社常務執行役員

平成15年３月当社専務執行役員

平成18年６月当社専務取締役九州事業本部

福岡会場担当（現任）

（注）３ 121

常務取締役 統括本部長 山中　雅文 昭和29年12月16日生

平成12年１月当社統括本部財務部長

平成16年１月当社執行役員統括本部財務部

長

平成16年６月当社取締役統括本部財務部長

平成18年６月当社常務取締役統括本部長

（現任）

（注）３ 3

常務取締役
システム本部長

兼東北会場担当
池田　浩照 昭和36年５月３日生

平成13年１月当社名古屋事業本部業務部長

平成16年１月当社執行役員名古屋事業本部

業務部長

平成16年６月当社取締役名古屋事業本部業

務部長

平成18年６月当社常務取締役システム本部

長

平成22年10月当社常務取締役システム本部

長兼東北会場担当（現任）

（注）３ 3

常務取締役
オークション運

営本部副本部長
赤瀬　雅之 昭和37年11月８日生

平成13年１月当社名古屋事業本部営業部長

平成16年１月当社執行役員名古屋事業本部

営業部長

平成16年６月当社取締役名古屋事業本部営

業部長

平成18年６月当社常務取締役オークション

運営本部副本部長（現任）

（注）３ 5
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 静岡事業本部長 井之上　浩昭 昭和35年11月14日生

平成13年１月当社名古屋事業本部車両部長

平成16年１月当社執行役員名古屋事業本部

車両部長

平成16年６月当社取締役名古屋事業本部車

両部長

平成17年８月当社取締役静岡事業本部本部

長

平成18年６月当社取締役静岡事業本部長

（現任） 

（注）３ 2

取締役
九州事業本部

九州会場担当
古賀　靖永 昭和35年８月24日生

平成６年８月 株式会社ユー・エス・エス九

州営業部長

平成７年３月 当社九州事業本部営業部長

平成16年１月当社執行役員九州事業本部営

業部長

平成16年６月当社取締役九州事業本部営業

部長

平成18年６月当社取締役九州事業本部九州

会場担当（現任）

（注）３ 2

取締役  小島　演 昭和28年９月４日生

平成８年８月 当社東京事業本部営業経理部

次長

平成13年10月株式会社ユー・エス・エス・

カーバンクネット（現株式会

社カークエスト）代表取締役

社長　（現任）

平成19年10月当社執行役員

平成22年６月当社取締役（現任）

（注）３ 1

取締役  岡田　英雄 昭和16年２月16日生

昭和40年８月

平成９年６月

株式会社日本工業新聞社入社

同社取締役

平成14年６月同社常務取締役

平成17年６月同社顧問（現任）

平成18年６月当社取締役（現任）

平成21年６月同社イベントアドバイザー

（現任）

（注）３ 
－

 

取締役  林　　　勇 昭和20年12月15日生

平成12年４月 大阪産業大学経営学部助教授

平成16年４月同大学経営学部教授（現任）

平成18年６月当社取締役（現任）

（注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役  真殿　　達　　 昭和22年７月28日生

昭和46年４月日本輸出入銀行（現国際協力

銀行）入行

平成13年４月

平成14年３月 

同行審議役

同行退行

平成14年４月麗澤大学国際経済学部教授

（現任）

平成14年４月株式会社アイジック代表取締

役（現任）

平成18年６月当社取締役（現任）

（注）３ －

取締役  佐藤　浩史　　 昭和40年３月21日生

昭和63年10月司法試験合格

平成３年４月 名古屋弁護士会（現愛知県弁

護士会）登録

平成７年４月 佐藤浩史法律事務所所長（現

任）

平成18年６月　当社取締役（現任）

（注）３ －

常勤監査役  武井　益良 昭和14年10月27日生

昭和51年９月公認会計士登録

平成元年２月 中央新光監査法人（中央青山

監査法人）代表社員

平成16年７月同監査法人退職 

平成17年６月当社常勤監査役（現任）

（注）４ －

常勤監査役  井上　幸彦 昭和９年４月18日生

昭和55年６月愛知マツダ株式会社取締役管

理本部長

昭和59年10月 一宮マツダ販売株式会社代表

取締役社長 

平成３年12月愛知マツダ株式会社取締役ク

リーン事業部長 

平成５年６月 同社取締役退任 

平成13年６月当社監査役

平成14年６月当社常勤監査役（現任）

（注）４ 0

監査役  大塚　　功 昭和17年11月14日生

平成12年７月豊橋税務署長

平成13年８月税理士登録

平成17年６月当社監査役（現任）

（注）４ 0

    計  4,643

　（注）１．略歴には、当社の完全子会社を除いたものを記載しております。

　　　　２．株式会社ユー・エス・エス九州は、平成７年３月に当社と合併いたしました。

株式会社ユー・エス・エス東京は、平成８年１月に当社と合併いたしました。

３．取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成24年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成25年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

５．代表取締役副社長瀬田　大は、代表取締役会長服部　太の長男であります。

６．取締役岡田英雄、林　勇、真殿　達、佐藤浩史の４名は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であります。

７．監査役武井益良、井上幸彦、大塚　功の３名は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠

監査役の略歴は次のとおりです。　　

氏名 生年月日 略歴  任期
所有株式数
（千株）

小長谷　堅二 昭和18年３月１日生

平成17年７月

平成18年６月 

当社入社　内部監査室長代理

当社補欠監査役（現任）

平成18年10月当社内部監査室長（現任） 

 （注） －

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、中古自動車オークション事業を中核とした中古自動車流通ビジネスという事業領域において、継続的な

事業拡大を通じて「企業価値の増大」を図ることを経営の目標としております。

　株式会社である以上、株主価値の増大が最重要課題であることは当然ですが、当社企業憲章において「公正な市

場創造」、「会員との共生」、「消費者への奉仕」、「株主への還元」、「社員の尊重」、「地域への貢献」の６つ

の企業理念を掲げているように、まずこれらステークホルダー（利害関係者）に対する責任を果たした結果が

「企業価値」であり、「株主価値」は「企業価値」を通じて実現するものと認識しております。

　また、企業が社会の一員である以上、その事業活動において社会規範の遵守は当然であり、アカウンタビリティ

（説明責任）を十分果たすことにより透明性の高い経営を行うことがコーポレートガバナンスにとって不可欠

であると考えております。　

　 　②　企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

　当社は取締役会・監査役会設置会社であり、取締役18名（内、社外取締役４名）、監査役３名（内、社外監査役３

名）であります。意思決定機関である取締役会は、定例開催のほか随時臨時取締役会を開催し、経営計画等の重要

事項を審議しております。また、監査役（会）は取締役会に出席するほか、取締役の職務の執行その他会社の業務

および財産の状況につき調査し、監査を行っております。そのほか内部監査室による各部門・事業所（子会社を

含む）監査の充実に注力しております。

　社外取締役は、監査役および内部監査室と定期的に会議を開催して監査状況等の情報を得るとともに、統括本部

からリスク等が発生した際に報告することにより社外取締役の監督機能を活かせるよう連携しております。

　また、本社部門として統括本部、オークション運営本部、システム本部を配置し、当社および子会社への経営サ

ポートと内部統制の整備・運用を行っております。

ロ．企業統治の体制を採用する理由　

　　前項の体制および取組みを継続していくことで、公正で透明性の高い経営を行い、かつ、企業価値向上に努め　

　ることができると考え、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

　　当社の業務執行・監視の仕組みを図式化するとつぎのとおりです。

　

　ハ．内部統制システムの整備の状況

　当社の内部統制システムといたしましては、内部統制の構築に関する基本方針（平成18年５月16日制定、平成22
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年６月29日改訂）に基づき、社内における運用面の徹底や仕組みそのものの見直しなどを行い、継続的な維持、改

善を図っております。

　ニ．リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制は、社内でのコンプライアンス体制と密接な関係があると考えており企業倫理意識の向

上および法令遵守のため「ＵＳＳ行動指針」を定め、これを徹底するための「コンプライアンス・マニュアル」

を制定するとともに社内研修等を実施し、法令、社会ルールの遵守と企業倫理の確立を図っております。

　また、これに反する行為等を早期に発見し、是正するためにＵＳＳグループ従業員を対象とした内部通報制度

「ＵＳＳ企業倫理ヘルプライン」を開設し、運用しております。

　当社のリスク管理体制は、オークション事業に関するリスクについてはオークション運営本部が、情報処理に関

するリスクについてはシステム本部が、財務、人事および災害等に関するリスクについては統括本部が、社内外で

発生した様々なリスクへの対応と再発防止に努めるとともに、担当取締役を通じて代表取締役社長に報告され、

また経営に影響を与えるリスクについては、取締役会に報告される体制を整備しております。

　ホ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。

　当該契約に基づく責任の限度額は、400万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い

額としております。

　

③　内部監査および監査役監査の状況

　当社の内部監査および監査役監査の組織といたしましては、内部監査室（４名）を独立した組織とし財務報告に

係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査役監査は、中古車流通業界に精通した自動車

販売会社の元経営者、公認会計士、税理士の監査役３名が取締役会、その他主要な会議に出席するほか、取締役の業

務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室および会計監査人との連携を

図り、子会社への実地監査を含め内部統制のより一層の充実を目指しております。

　

④　社外取締役および社外監査役

　当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役岡田英雄氏は、元経営者としての豊富な経験と経済産業専門紙の発刊に携わっていた幅広い知見を有

しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外取締役と

しての職責を果たすことができるものと考えております。

　社外取締役林勇氏は、法律学者としての高い見識と幅広い経験を有しております。また、当社との間に人的関係、資

本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えて

おります。

　社外取締役真殿達氏は、経済学者としての高い見識と国際協力銀行において審議役を務められた幅広い経験を有

しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係がなく、独立して社外取締役と

しての職責を果たすことができるものと考えております。

　社外取締役佐藤浩史氏は、弁護士としての専門的見地に加え、経営に関する高い見識を有しております。また、当社

との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係がなく、独立して社外取締役としての職責を果たすこと

ができるものと考えております。

　監査役の武井益良氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見

識を有しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係がなく、独立して社外監

査役としての職責を果たすことができるものと考えております。

　監査役の井上幸彦氏は、自動車販売会社の元経営者であり、中古車流通業界にも精通し高い見識を有しておりま

す。また、当社の株式を０千株保有しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係がなく、社外監査役としての

職責を果たすことができるものと考えております。

　監査役の大塚功氏は、税理士資格を有しており幅広い見識と公正な判断能力を兼ね備えております。また、当社の

株式を０千株保有しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係がなく、社外監査役としての職責を果たすこ

とができるものと考えております。

　なお、社外取締役および社外監査役は、定期的に会議を開催し、情報交換や意見交換を行い、連携をはかっておりま

す。また、社外監査役と会計監査人は意見交換を行い連携をはかっております。　　
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⑤　取締役の定数および選任の決議要件

　当社は、取締役の定数を20名以内とする旨定款に定めております。

　また、選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　

⑥　株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

　当社は、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得するこ

とができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

　また、半期ごとの安定的かつ継続的な株主への利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、

取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑦　株主総会の特別決議の要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。　　　 

⑧　会計監査の状況

  平成19年６月26日開催の第27期定時株主総会において、あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）が会計

監査人として選任され、現在に至っております。

  会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

 指定有限責任社員・業務執行社員 稲越　千束  有限責任 あずさ監査法人

 指定有限責任社員・業務執行社員 宮本　正司  有限責任 あずさ監査法人

 指定有限責任社員・業務執行社員 新家　德子  有限責任 あずさ監査法人

（注）１．上記のほか当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、その他８名であります。

　　　２．継続監査年数につきましては、全員７年以内であるため記載しておりません。

　　　３．有限責任 あずさ監査法人および当社監査を執行した公認会計士および補助者と当社の間には特別な利害関係は

ありません。

　 

⑨　取締役および監査役に対する報酬等の内容

役員区分
　

報酬額等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）　 対象となる
役員の員数
（人）　

月額報酬　　
株式報酬型

ストックオプション　

 取　締　役

 （社外取締役のぞく）
308 291 16 15

 監　査　役

 （社外監査役のぞく）
－ － － －

社外役員 32 32 － 7

（注）使用人兼務役員はおりません。

　　　

　　　＜役員報酬等の決定方針＞

　取締役の報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき、支給する月額報酬としております。また、企業価

値向上に連動した報酬体系への見直しを進め、退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプションを取締役

（社外取締役のぞく）に第28期事業年度より付与しております。

　監査役については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の観点から、月額報酬のみを支給することとして

おります。　
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　　⑩　株式保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄および貸借対照表計上額の合計額

５銘柄　215,182千円　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

前連結会計年度、当連結会計年度共に該当事項はありません。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び　　

　　　　　

　に当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額　

　

前事業年度
（千円）　

当事業年度（千円）　

貸借対照表計上
額の合計額　

貸借対照表計上
額の合計額　　

受取配当金
の合計額　　

売却損益
の合計額　

評価損益
の合計額　

 非上場株式 － － － － －

上記以外の株式 51,665 49,215 1,617 － 15,609

　

⑪　その他

　当社ウェブサイト上においては月次オークション実績の開示を行うほか、国内外のＩＲ活動を積極的に推進する

とともに、特に海外株主を対象とした英文招集通知を作成するなど国内株主との情報格差是正にも努め、経営の透

明性を高めることを目指しております。

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

 56/138



（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 30 － 30 －

連結子会社 － － － －

計 30 － 30 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　前連結会計年度、当連結会計年度共に該当事項はありません。　　　

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　前連結会計年度、当連結会計年度共に該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等の独立性を確保するため、監査

日数を含む監査計画、当社の事業規模および特性等の要素を勘案したうえで、当社監査役会の同意に基づき適切

に決定します。
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第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

　なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月

31日まで）の連結財務諸表および前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表について

は、あずさ監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務

諸表および当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監

査法人により監査を受けております。

　なお、あずさ監査法人は、平成22年７月１日付けで有限責任監査法人に移行したことに伴い、名称を有限責任 あずさ

監査法人に変更しております。　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の変更

等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

 58/138



１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,681,673 30,980,574

オークション貸勘定 ※1
 5,643,946

※1
 11,151,008

受取手形及び売掛金 2,885,270 2,685,740

たな卸資産 ※2
 841,841

※2
 973,488

前払費用 171,517 209,151

繰延税金資産 589,597 701,265

その他 493,618 449,590

貸倒引当金 △84,868 △76,424

流動資産合計 40,222,597 47,074,396

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,019,978 32,002,005

機械装置及び運搬具（純額） ※5
 872,391

※5
 691,882

工具、器具及び備品（純額） ※5
 2,439,002

※5
 1,837,785

土地 ※4, ※5
 52,812,529

※4, ※5
 59,100,739

リース資産（純額） 1,047,419 823,139

建設仮勘定 13,232 23,664

有形固定資産合計 ※6
 92,204,553

※6
 94,479,216

無形固定資産

のれん 357,185 108,989

その他 1,140,884 1,005,086

無形固定資産合計 1,498,069 1,114,075

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 1,246,287

※3
 1,148,986

長期貸付金 11,056 8,820

長期前払費用 475,953 621,760

繰延税金資産 1,097,361 1,614,758

再評価に係る繰延税金資産 ※4
 3,343,379

※4
 3,339,667

投資不動産（純額） ※7
 1,720,355

※7
 1,899,926

その他 446,739 440,755

貸倒引当金 △102,284 △105,427

投資その他の資産合計 8,238,849 8,969,248

固定資産合計 101,941,472 104,562,540

資産合計 142,164,069 151,636,936
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

オークション借勘定 ※1
 6,454,150

※1
 11,502,372

支払手形及び買掛金 577,341 649,705

短期借入金 399,920 188,660

リース債務 304,323 296,666

未払法人税等 4,354,300 4,932,325

預り金 2,112,819 2,176,153

賞与引当金 445,816 493,604

その他 2,786,688 2,755,002

流動負債合計 17,435,359 22,994,488

固定負債

長期借入金 356,160 167,500

リース債務 746,398 444,448

長期未払金 684,449 671,073

再評価に係る繰延税金負債 ※4
 470,725

※4
 469,277

退職給付引当金 91,787 133,240

長期預り保証金 3,988,286 4,099,883

資産除去債務 － 705,081

その他 － 4,524

固定負債合計 6,337,807 6,695,028

負債合計 23,773,167 29,689,517

純資産の部

株主資本

資本金 18,881,312 18,881,312

資本剰余金 27,992,143 18,972,397

利益剰余金 95,567,831 104,012,964

自己株式 △19,382,433 △15,310,396

株主資本合計 123,058,853 126,556,277

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59,531 43,116

土地再評価差額金 ※4
 △4,972,243

※4
 △4,961,144

その他の包括利益累計額合計 △4,912,712 △4,918,027

新株予約権 18,206 31,076

少数株主持分 226,555 278,092

純資産合計 118,390,902 121,947,419

負債純資産合計 142,164,069 151,636,936
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 59,849,172 61,417,846

売上原価 ※1
 27,120,708

※1
 26,865,389

売上総利益 32,728,464 34,552,456

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 534,972 507,125

販売促進費 1,439,340 1,392,580

貸倒引当金繰入額 104,577 88,112

役員報酬 517,816 499,513

従業員給料及び賞与 3,050,622 3,084,984

賞与引当金繰入額 212,895 231,549

減価償却費 482,150 427,564

租税公課 156,580 276,593

のれん償却額 797,819 248,196

事業税 151,846 145,348

その他 3,339,524 3,318,595

販売費及び一般管理費合計 10,788,144 10,220,162

営業利益 21,940,319 24,332,294

営業外収益

受取利息 43,716 45,239

不動産賃貸料 158,280 156,604

受取保険金 2,286 －

複合金融商品評価益 252,450 －

雑収入 155,029 151,826

営業外収益合計 611,762 353,670

営業外費用

支払利息 13,975 8,117

不動産賃貸原価 15,276 14,654

自己株式取得費用 6,850 －

複合金融商品評価損 － 9,900

雑損失 4,514 10,180

営業外費用合計 40,617 42,853

経常利益 22,511,464 24,643,111

特別利益

固定資産売却益 ※2
 35,539

※2
 23,991

貸倒引当金戻入額 37,093 40,130

その他 800 5,303

特別利益合計 73,433 69,424
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 ※3
 8,811

※3
 9

固定資産除却損 ※4
 36,644

※4
 37,055

投資有価証券評価損 168,109 56,707

減損損失 294,011 ※5
 998,681

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 462,486

その他 50,409 627

特別損失合計 557,986 1,555,567

税金等調整前当期純利益 22,026,911 23,156,969

法人税、住民税及び事業税 9,259,742 9,757,166

法人税等調整額 △15,166 △608,152

法人税等合計 9,244,576 9,149,013

少数株主損益調整前当期純利益 － 14,007,955

少数株主利益 64,735 36,537

当期純利益 12,717,599 13,971,418
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【連結包括利益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 14,007,955

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △16,414

土地再評価差額金 － 3,111

その他の包括利益合計 － ※2
 △13,302

包括利益 － ※1
 13,994,652

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 13,958,115

少数株主に係る包括利益 － 36,537
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,881,312 18,881,312

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,881,312 18,881,312

資本剰余金

前期末残高 27,992,143 27,992,143

当期変動額

自己株式の処分 － △1,426

自己株式の消却 － △9,018,319

当期変動額合計 － △9,019,745

当期末残高 27,992,143 18,972,397

利益剰余金

前期末残高 87,600,465 95,567,831

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 12,717,599 13,971,418

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

当期変動額合計 7,967,365 8,445,133

当期末残高 95,567,831 104,012,964

自己株式

前期末残高 △14,710,531 △19,382,433

当期変動額

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 4,661

自己株式の消却 － 9,018,319

当期変動額合計 △4,671,902 4,072,037

当期末残高 △19,382,433 △15,310,396

株主資本合計

前期末残高 119,763,389 123,058,853

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 12,717,599 13,971,418

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 3,235

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

当期変動額合計 3,295,463 3,497,424

当期末残高 123,058,853 126,556,277
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △14,158 59,531

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

73,690 △16,414

当期変動額合計 73,690 △16,414

当期末残高 59,531 43,116

土地再評価差額金

前期末残高 △4,977,400 △4,972,243

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

5,156 11,099

当期変動額合計 5,156 11,099

当期末残高 △4,972,243 △4,961,144

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △4,991,559 △4,912,712

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

78,846 △5,315

当期変動額合計 78,846 △5,315

当期末残高 △4,912,712 △4,918,027

新株予約権

前期末残高 8,340 18,206

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,865 12,870

当期変動額合計 9,865 12,870

当期末残高 18,206 31,076

少数株主持分

前期末残高 161,820 226,555

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,735 51,537

当期変動額合計 64,735 51,537

当期末残高 226,555 278,092

純資産合計

前期末残高 114,941,991 118,390,902

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 12,717,599 13,971,418

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 3,235

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 153,447 59,092

当期変動額合計 3,448,910 3,556,517

当期末残高 118,390,902 121,947,419
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 22,026,911 23,156,969

減価償却費及びその他の償却費 5,622,760 4,685,804

減損損失 294,011 998,681

のれん償却額 797,819 248,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65,513 △5,316

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,279 47,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,743 41,453

受取利息及び受取配当金 △48,165 △48,954

支払利息 13,975 8,117

投資有価証券評価損益（△は益） 168,109 56,707

複合金融商品評価損益（△は益） △252,450 9,900

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,325 1,812

無形固定資産除売却損益（△は益） 8,591 11,261

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 462,486

オークション勘定の増減額(△は増加) 761,965 △458,840

売上債権の増減額（△は増加） △80,329 250,469

仕入債務の増減額（△は減少） 55,204 71,593

預り金の増減額（△は減少） 223,438 62,921

その他 791,316 △102,099

小計 30,214,948 29,498,951

利息及び配当金の受取額 46,915 47,682

利息の支払額 △12,351 △7,633

法人税等の支払額 △7,949,033 △9,026,523

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,300,478 20,512,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 500,000 △1,700,000

有形固定資産の取得による支出 △1,071,230 △7,303,192

有形固定資産の売却による収入 144,285 33,507

無形固定資産の取得による支出 △214,267 △326,526

投資有価証券の取得による支出 △150,000 －

投資有価証券の売却による収入 93,240 －

長期前払費用の取得による支出 △29,086 △302,396

子会社株式の取得による支出 △59,700 －

その他 △17,150 △187,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △803,908 △9,786,092
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △502,920 △199,920

預り保証金の預りによる収入 214,099 206,255

預り保証金の返還による支出 △117,652 △83,232

自己株式の取得による支出 △4,671,902 △4,950,943

配当金の支払額 △4,741,495 △5,518,297

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △340,896 △396,345

その他 － 15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,260,768 △11,127,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,235,802 △401,099

現金及び現金同等物の期首残高 18,445,871 29,681,673

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 29,681,673

※1
 29,280,574
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結されております。

当該連結子会社は、下記の16社でありま

す。

株式会社ユー・エス・エス岡山

株式会社ユー・エス・エス札幌

株式会社ＵＳＳ埼玉

株式会社ＵＳＳ群馬

株式会社カークエスト

株式会社ユー・エス物流

株式会社ユー・エス・エス東北

株式会社ＵＳＳ関西

株式会社ユー・エス・エス横浜

株式会社Ｒ＆Ｗ

株式会社アビヅ

株式会社ＵＳＳ流通オートオークション

株式会社ＵＳＳ東洋

株式会社ＵＳＳサポートサービス

株式会社ＵＳＳ新潟

株式会社ＵＳＳ北陸

上記のうち、株式会社ＵＳＳ群馬は、平

成21年11月１日付で株式会社ＵＳＳ藤岡

が株式会社ユー・エス・エス群馬を吸収

合併し、同日付で商号を株式会社ＵＳＳ群

馬に変更したものであります。

子会社はすべて連結されております。

当該連結子会社は、下記の15社でありま

す。

株式会社ユー・エス・エス岡山

株式会社ユー・エス・エス札幌

株式会社ＵＳＳ群馬

株式会社カークエスト

株式会社ユー・エス物流

株式会社ユー・エス・エス東北

株式会社ＵＳＳ関西

株式会社ユー・エス・エス横浜

株式会社Ｒ＆Ｗ

株式会社アビヅ

株式会社ＵＳＳ東洋

株式会社ＵＳＳサポートサービス

株式会社ＵＳＳ新潟

株式会社ＵＳＳ北陸

株式会社ＵＳＳロジスティクス・イン

ターナショナル・サービス

上記のうち、株式会社ＵＳＳロジスティ

クス・インターナショナル・サービスに

ついては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

株式会社ＵＳＳ埼玉は、平成22年４月１

日付で株式会社ＵＳＳ流通オートオーク

ションを吸収合併し、同日付で株式会社Ｕ

ＳＳ関東に商号変更いたしました。

また、当社は成22年10月１日付で株式会

社ＵＳＳ関東を吸収合併いたしました。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社はありません。

株式会社インフォキャリーおよび

ＵＧ Powers株式会社は、事業における影

響および金額的重要性が軽微であるため、

持分法の適用範囲から除外しております。

持分法適用会社はありません。

株式会社インフォキャリーおよび

ＵＧ Powers株式会社は、事業における影

響および金額的重要性が軽微であるため、

持分法の適用範囲から除外しております。

なお、ＵＧ Powers株式会社は平成23年

５月16日付で会社を清算しております。　

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

ただし、組込デリバティブを区分し

て測定することができない複合金融

商品については、全体を時価評価し、

評価差額を営業外損益に計上してお

ります。

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

　 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

　 ②　たな卸資産

移動平均法に基づく原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

ただし、車両については個別法に基づ

く原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）、リサ

イクル事業の部品等については売価還

元原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）　

②　たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産および投資不動産（リー

ス資産を除く）

①　有形固定資産および投資不動産（リー

ス資産を除く）

 定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　８～34年

機械装置及び運搬具　４～８年

工具、器具及び備品　４～10年

同左

　 ②　無形固定資産（ソフトウエア）

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

②　無形固定資産（ソフトウエア）

同左

　 ③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。　

③　リース資産

同左

　

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

 69/138



項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、

以下の方法により計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 　1)  一般債権

貸倒実績率法によっております。

 

 　2)  貸倒懸念債権および破産更生債権

財務内容評価法によっております。

 

 ②　賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

一部の連結子会社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務に基づき計上してお

ります。

③　退職給付引当金

同左

(4) のれんの償却方法およ

び償却期間

－ のれんは、５年間で均等償却しておりま

す。

(5) 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

－ 手許現金、要求払預金および取得日から

３か月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

(6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産および

負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方

法は、全面時価評価法によっております。

－

６．のれんおよび負ののれん

の償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しておりま

す。

－

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金および取得日から

３か月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

－

　

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

 70/138



【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

－ （資産除去債務に関する会計基準の適用）

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。

これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ

22,277千円減少し、税金等調整前当期純利益は484,764

千円減少しております。

　

（企業結合に関する会計基準等の適用）

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の

一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）

および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成

20年12月26日）を適用しております。　 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結損益計算書）

１. 前連結会計年度まで「雑損失」に含めて表示してお

りました「自己株式取得費用」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度における「自己株式取得費用」

の金額は8,387千円であります。

２. 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「投資有価証券評価損」は、特別損

失の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度における「投資有価証券評価

損」の金額は39,199千円であります。

３. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「賃貸借契約解約損」（当連結会計年度は22,400千

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、特別損失の

「その他」に含めて表示しております。

　　

（連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券評価損益（△は益）」は、前連結会計年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増

したため区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券評価損益（△は益）」は39,199千円で

あります。

（連結損益計算書）

１. 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」を科目を新設・表示しております。

２. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「受取保険金」（当連結会計年度は15,811千円）は、金

額的重要性が乏しくなったため、営業外収益の「雑収

入」に含めて表示しております。

３. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「自己株式取得費用」（当連結会計年度は2,486千円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用の

「雑損失」に含めて表示しております。

　

　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結損益計算書）

従来、保有する複合金融商品に係る評価損（益）は

「デリバティブ評価損（益）」の科目で表示しておりま

したが、より適切な科目により明記するため、当連結会計

年度より「複合金融商品評価損（益）」の科目で表示し

ております。

　

（連結キャッシュ・フロー計算書）

従来、保有する複合金融商品に係る評価損（益）は

「デリバティブ評価損（益）」の科目で表示しておりま

したが、より適切な科目により明記するため、当連結会計

年度より「複合金融商品評価損（益）」の科目で表示し

ております。　

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」お

よび「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差

額等合計」の金額を記載しております。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、

オークション業務に関連して発生する会員に対する

債権および債務であり、その主なものは、立替および

預り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入およ

び未収落札料収入等であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘

定残高は、連結会計年度末日とオークション開催日と

の関連によって増減いたします。

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

同左

※２．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 510,234千円

　

仕掛品　 6,133千円

　　

原材料及び貯蔵品 325,473千円

 

※２．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 638,967千円

　

仕掛品　 4,876千円

　　

原材料及び貯蔵品 329,645千円

 

※３．非連結子会社および関連会社の株式

6,000千円

　　　（うち、共同支配企業に対する投資の金額

5,000千円）

※３．非連結子会社および関連会社の株式

6,000千円

　　　（うち、共同支配企業に対する投資の金額

5,000千円）

※４．土地の再評価

　当社および一部の連結子会社は、土地の再評価に関

する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行っております。当該

評価差額にかかる税金相当額を「再評価に係る繰延

税金資産」または「再評価に係る繰延税金負債」と

して、それぞれ資産の部または負債の部に計上し、こ

れらを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

※４．土地の再評価

同左

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税法

第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格

に合理的な調整を行って算定する方法により算出し

ております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(ただし、株式会社ＵＳＳ東洋は平成13年３月31日)

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

  △3,558,876千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(ただし、株式会社ＵＳＳ東洋は平成13年３月31日)

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

  △704,828千円

※５．国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適

用に伴い、固定資産の取得価額から直接控除している

圧縮記帳累計額は、機械装置及び運搬具300千円、工

具、器具及び備品5,000千円および土地150,000千円で

あります。

※５．国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適

用に伴い、固定資産の取得価額から直接控除している

圧縮記帳累計額は、機械装置及び運搬具300千円、工

具、器具及び備品5,000千円および土地150,000千円で

あります。

※６．有形固定資産の減価償却累計額 35,288,573千円 ※６．有形固定資産の減価償却累計額 39,161,973千円

※７．投資不動産の減価償却累計額 35,085千円 ※７．投資不動産の減価償却累計額 38,224千円
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前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

　８．保証債務

　衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務8,730千円に対

して、保証を行っております。 

　８．保証債務

　衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務6,922千円に対

して、保証を行っております。 

　９．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１行と当座貸越契約および貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　９．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１行と当座貸越契約および貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越限度額および

貸出コミットメントの総額
 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

当座貸越限度額および

貸出コミットメントの総額
 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。

18,706千円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。

7,329千円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 5,310千円

機械装置及び運搬具 9,125千円

土地 21,103千円

計 35,539千円

機械装置及び運搬具 23,991千円

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,391千円

土地 7,420千円

計 8,811千円

機械装置及び運搬具 9千円

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 4,523千円

機械装置及び運搬具 53千円

工具、器具及び備品 17,571千円

無形固定資産（その他） 8,591千円

建物及び構築物撤去費用 5,904千円

計 36,644千円

建物及び構築物 10,739千円

機械装置及び運搬具 3,255千円

工具、器具及び備品 7,373千円

無形固定資産（その他） 11,261千円

建物及び構築物撤去費用 4,425千円

計 37,055千円

　

※５．減損損失

　当連結会計年度において、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
千葉県野田市
（流通会場）　

オークション会
場

建物
土地　他

　当社グループは、事業用資産については継続的に収支

を把握している事業単位ごとに、また、遊休資産につい

ては個々にグルーピングをしております。

　上記流通会場の事業用資産について、千葉県野田市に

ある東京会場と流通会場を統合し、東京会場の１会場

体制で運営することを決定したことにより、一部の資

産について将来の使用が見込まれなくなったため、回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

998,681千円計上しました。その内訳は建物765,120千

円、土地60,611千円、その他172,950千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、土地については固定資産税評価額を合理的に調整

した価額により評価し、建物およびその他については

処分見込価額により評価しております。　
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 12,787,707千円

少数株主に係る包括利益 64,735千円

計 12,852,443千円

　

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

73,690千円

△3,582千円

計 70,108千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 32,695 － － 32,695

合計 32,695 － － 32,695

自己株式     

普通株式 2,105 830 － 2,936

合計 2,105 830 － 2,936

 　（注） 自己株式の増加株式数の内訳は、取締役会決議による自己株式の取得による増加830千株、単元未満株式の買取

りによる増加０千株であります。

 

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 18,206

合計 － － － － － 18,206

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日

定時株主総会
普通株式 2,523,699 82.5平成21年３月31日平成21年６月25日

平成21年11月４日

取締役会
普通株式 2,217,796 72.5平成21年９月30日平成21年12月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 2,842,033利益剰余金 95.5平成22年３月31日平成22年６月30日
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 32,695 － 1,370 31,325

合計 32,695 － 1,370 31,325

自己株式     

普通株式 2,936 800 1,371 2,364

合計 2,936 800 1,371 2,364

 　（注）１．発行済株式の減少1,370千株は、自己株式の消却による減少であります。

　　　　 ２．自己株式の増加株式数の内訳は、取締役会決議による自己株式の取得による増加350千株、会社法第797条　第１

項に基づく買取請求による増加450千株および単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

 　　　　３．自己株式の減少株式数の内訳は、株式の消却による減少1,370千株およびストックオプションの権利行使による

減少０千株であります。

　

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 31,076

合計 － － － － － 31,076

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 2,842,033 95.5平成22年３月31日平成22年６月30日

平成22年11月９日

取締役会
普通株式 2,676,264 91.0平成22年９月30日平成22年12月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 2,924,982利益剰余金 101.0平成23年３月31日平成23年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．現金および現金同等物の連結会計年度末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）　

※１．現金および現金同等物の連結会計年度末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 29,681,673千円

現金及び現金同等物 29,681,673千円

現金及び預金勘定 30,980,574千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△1,700,000千円

現金及び現金同等物 29,280,574千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　有形固定資産

主として、オートオークション事業におけるコン

ピュータ端末機（工具、器具及び備品）およびその

他の事業における機械装置及び運搬具であります。

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　有形固定資産

同左　

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

(2) リース資産の減価償却の方法

　同左

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっており、その内容は次のとお

りであります。

　同左

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および連結会計年度末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および連結会計年度末残高相当額

 
工具、器具及
び備品
（千円）

無形固定資産
（その他）
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 3,581,55042,5843,624,134

減価償却累計額

相当額
3,384,32540,7293,425,054

連結会計年度末

残高相当額
197,224 1,855 199,079

 
工具、器具及
び備品
（千円）

無形固定資産
（その他）
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 1,520,68811,9661,532,654

減価償却累計額

相当額
1,520,03311,3191,531,353

連結会計年度末

残高相当額
654 646 1,301

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料連結会計年

度末残高が有形固定資産の連結会計年度末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

同左

② 未経過リース料連結会計年度末残高相当額 ② 未経過リース料連結会計年度末残高相当額

１年内 197,778千円

１年超 1,301千円

合計 199,079千円

１年内 1,301千円

１年超 －千円

合計 1,301千円

　　なお、未経過リース料連結会計年度末残高相当額は、

未経過リース料連結会計年度末残高が有形固定資産

の連結会計年度末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左

③ 支払リース料および減価償却費相当額 ③ 支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 488,296千円

減価償却費相当額 488,296千円

支払リース料 197,778千円

減価償却費相当額 197,778千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左　
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針　

ＵＳＳグループは、資金運用については余資の範囲内で行い、安全性の高い金融資産で運用しておりま

す。また、設備投資計画に照らして必要な資金を銀行借入により調達します。デリバティブは資金調達また

は運用における金利変動等のリスクを回避することを目的とするものに限定し、投機的な取引は行いませ

ん。

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制　

投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、純投資目的および事業推進目的で保有しております。

これらは、それぞれ発行体の信用リスクおよび金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されていま

すが、定期的に時価や発行体の状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しております。デリバティブを組み込んだ複合金

融商品は、株式相場が著しく下落した場合など一定の金額を下回った場合の相場変動リスクに晒されてお

ります。金融商品に係るリスク管理体制は、取締役会の承認の下で統括本部財務部が管理を行っておりま

す。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明　

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの（（注）２．参照）および重要性が乏し

いものについては、次表には含めておりません。

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 29,681,673 29,681,673 －

(2) 投資有価証券    

　    その他有価証券 966,914 971,297  4,383

　資産計 30,648,587 30,652,970 4,383

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項 

 資　産

(1) 現金及び預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(2) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格

によっております。また、投資信託については公表されている基準価格によっております。

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。　

 デリバティブ取引　

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しており、その他有価証券に含めております。　
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 　

非上場株式 279,372
　

　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（2）投

資有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度において非上場株式168,109千円減損処理を行っております。　

３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）　

10年超　
 (千円）

現金及び預金 29,681,673 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
－ 600,000 － －

合計 29,681,673600,000 － －

　

（追加情報）

当連結会計年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用

しております。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針　

ＵＳＳグループは、資金運用については余資の範囲内で行い、安全性の高い金融資産で運用しておりま

す。また、設備投資計画に照らして必要な資金を銀行借入により調達します。デリバティブは資金調達また

は運用における金利変動等のリスクを回避することを目的とするものに限定し、投機的な取引は行いませ

ん。

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制　

営業債権であるオークション貸勘定は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取

引先ごとの期日管理および残高管理をするとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減

を図っております。　

投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、純投資目的および事業推進目的で保有しております。

これらは、それぞれ発行体の信用リスクおよび金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されていま

すが、定期的に時価や発行体の状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

営業債務であるオークション借勘定は、短期間の支払期日であります。　

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しております。デリバティブを組み込んだ複合金

融商品は、株式相場が著しく下落した場合など一定の金額を下回った場合の相場変動リスクに晒されてお

ります。金融商品に係るリスク管理体制は、取締役会の承認の下で統括本部財務部が管理を行っておりま

す。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明　

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの（（注）２．参照）および重要性が乏し

いものについては、次表には含めておりません。

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 30,980,574 30,980,574 －

(2) オークション貸勘定 11,151,008 11,151,008 －

(3) 投資有価証券    

　    その他有価証券 926,320 926,320  －

　資産計 43,057,904 43,057,904 －

(1) オークション借勘定 11,502,372 11,502,372 －

　負債計 11,502,372 11,502,372 －

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項 

資　産

(1) 現金及び預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(2) オークション貸勘定

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。　

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格

によっております。また、投資信託については公表されている基準価格によっております。

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
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負　債

(1) オークション借勘定

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。　

デリバティブ取引　

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しており、その他有価証券に含めております。　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 　

非上場株式 222,665
　

　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投

資有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度において非上場株式について56,707千円減損処理を行っております。　

３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）　

10年超　
 (千円）

現金及び預金 30,980,574 － － －

オークション貸勘定 11,151,008 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
－ 600,000 － －

合計 42,131,583600,000 － －
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（有価証券関係）

　前連結会計年度（平成22年３月31日）

１．その他有価証券　

 種類
連結貸借対照表計
上額

（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 51,665 33,606 18,059

(2) 債券    

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3) その他 345,648 263,058 82,589

小計 397,313 296,664 100,648

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  522,050  600,000  △77,950

(3) その他 47,550 48,639 △1,088

小計 569,600 648,639 △79,038

合計 966,914 945,303 21,610

（注）１．上記の表中にある「取得原価」は、減損処理後の帳簿金額であります。 

２．当連結会計年度において、保有目的が変更になった有価証券はありません。

３. 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの「債券（その他）」は複合金融商品を含んでおり、その評

価差額252,450千円を営業外収益に計上しております。 

４．非上場株式（連結貸借対照表計上額273,372千円）については、市場価格がなく、時価で把握することが極め

て困難と認められることから、上記の「その他有価証券」に含めておりません。　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券　

 
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1) 株式 － － －

(2) 債券 　 　 　

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 91,879 － 21,531

合計 91,879 － 21,531

３．減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、投資有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められる投資有価証券の非上場

株式）について168,109千円減損処理を行っております。　
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　当連結会計年度（平成23年３月31日）

１．その他有価証券　

 種類
連結貸借対照表計
上額

（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 49,215 33,606 15,609

(2) 債券    

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  102,917  100,000  2,917

(3) その他 320,125 263,058 57,066

小計 472,257 396,664 75,593

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  412,150  500,000  △87,850

(3) その他 41,912 45,373 △3,460

小計 454,062 545,373 △91,310

合計 926,320 942,037 △15,717

（注）１．上記の表中にある「取得原価」は、減損処理後の帳簿金額であります。 

２．当連結会計年度において、保有目的が変更になった有価証券はありません。

３. 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの「債券（その他）」は複合金融商品を含んでおり、その評

価差額9,900千円を営業外費用に計上しております。 

４．非上場株式（連結貸借対照表計上額216,665千円）については、市場価格がなく、時価で把握することが極め

て困難と認められることから、上記の「その他有価証券」に含めておりません。　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券　

　該当事項はありません。

３．減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、投資有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められる投資有価証券の非上場

株式）について56,707千円減損処理を行っております。　
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しており、注記事項「金融商品関係」および「有価証

券関係」のその他有価証券に含めております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。 

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品を保有しており、注記事項「金融商品関係」および「有価証

券関係」のその他有価証券に含めております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。 
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社および連結子会社10社は、確定拠出年金制度を採

用しており、連結子会社３社は、確定給付型の退職一

時金制度を採用しております。また、その他の連結子

会社３社は、確定拠出型の中小企業退職金共済制度を

採用しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社および連結子会社８社は、確定拠出年金制度を採

用しており、連結子会社３社は、確定給付型の退職一

時金制度を採用しております。また、その他の連結子

会社３社は、確定拠出型の中小企業退職金共済制度を

採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △91,787千円

年金資産（時価） －千円

退職給付引当金 △91,787千円

　（注）退職給付債務は簡便法により算定しております。

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △133,240千円

年金資産（時価） －千円

退職給付引当金 △133,240千円

　（注）退職給付債務は簡便法により算定しております。

３．退職給付費用に関する事項　

簡便法による退職給付費用 30,341千円

確定拠出型制度における

退職給付費用
118,139千円

合計 148,480千円

３．退職給付費用に関する事項　

簡便法による退職給付費用 45,473千円

確定拠出型制度における

退職給付費用
116,193千円

合計 161,667千円
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　9,865千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1）ストック・オプションの内容

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及

び人数

当社取締役　　　12名

〃 使用人　　 176名

〃 顧問　　    ３名

当社連結子会社の

        取締役  17名

  〃   使用人 166名

  〃   顧問  　１名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

株式の種類別のス

トック・オプション

の数（注）１

普通株式　 258,500株 普通株式　　7,140株 普通株式　　8,380株 普通株式　14,520株

付与日 平成17年６月28日  平成19年９月14日  平成20年７月10日  平成21年７月９日

権利確定条件

付与日に当社または当

社連結子会社の取締

役、使用人、顧問のいず

れかの地位を有してお

り,以降勤務している

こと。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

対象勤務期間
対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

権利行使期間
自　平成17年６月29日

至　平成21年10月31日

自　平成19年９月15日

至　平成44年６月30日　　

 （注）２

自　平成20年７月11日

至　平成45年６月30日　　

 （注）２

自　平成21年７月10日

至　平成46年６月30日　　

 （注）２

  （注）１．株式数に換算しております。

　　　　２．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

 (1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役および執行役員のいず

れの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者

は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する

日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

 (2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合（ただし、②については、組織再編にお

ける募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り募集

新株予約権を行使できるものとする。

 ①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。

 ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役会決議または代表執行役の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

 (3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも

のとする。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利確定前　（株）                 

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － 14,520

失効 － － － －

権利確定 － － － 14,520

未確定残 － － － －

権利確定後　（株）                 

前連結会計年度末 206,500 7,140 8,380 －

権利確定 － － － 14,520

権利行使 － － － －

失効 206,500 － － －

未行使残 － 7,140 8,380 14,520

②　単価情報

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格（円） 7,510 1 1 1

行使時平均株価

（円）
－ － － －

付与日における公正

な評価単価（円）
－ 6,456 4,976 3,262
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 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された第７回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり

ます。

 　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

 　②　主な基礎数値及び見積方法

 第７回新株予約権

 株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　41.217％

 予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　　　12.5年

 予想配当（注）３  　　　　　　　　　　　　　 165円／株

 無リスク利子率（注）４  　　　　　　　　　　　　　　 1.559％

　（注）１．年率、上場後の日次株価（平成11年９月から平成21年７月までの各取引日における終値）に基づき算

　　　　　　定しております。

　　　　２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、付与日から権利行使期間の中間点におい

　　　　　　て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　　　　付与日：平成21年７月９日

　　　　　　権利行使開始日：平成21年７月10日

　　　　　　権利行使終了日：平成46年６月30日

　　　　　　付与日から権利行使日開始日までの年数：０年

　　　　　　付与日から権利行使終了日までの年数：25年

　　　　　　付与日から権利行使期間の中間点までの年数：12.5年

　　　　３．過去１年間の実績配当金（平成20年９月中間配当金82.5円、平成21年３月期末配当金82.5円）によってお

　　　　　　ります。

　　　　４．年率、平成21年７月９日の国債利回り（残存期間：12.5年）であります。

 

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　16,104千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1）ストック・オプションの内容

 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

付与対象者の区分及

び人数

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

当社取締役（社外取締

役を除く）　　　14名

株式の種類別のス

トック・オプション

の数（注）１

 普通株式　　7,140株 普通株式　　8,380株 普通株式　14,520株 普通株式　　9,990株

付与日  平成19年９月14日  平成20年７月10日  平成21年７月９日  平成22年７月15日

権利確定条件

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

付与日に当社の取締役

（社外取締役を除

く。）の地位を有して

いること。

対象勤務期間
対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

対象勤務期間は定めて

おりません。

権利行使期間

自　平成19年９月15日

至　平成44年６月30日　　

 （注）２

自　平成20年７月11日

至　平成45年６月30日　　

 （注）２

自　平成21年７月10日

至　平成46年６月30日　　

 （注）２

自　平成22年７月16日

至　平成47年６月30日　　

 （注）２

  （注）１．株式数に換算しております。

　　　　２．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

 (1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役および執行役員のいず

れの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者

は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する

日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

 (2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合（ただし、②については、組織再編にお

ける募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り募集

新株予約権を行使できるものとする。

 ①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。

 ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役会決議または代表執行役の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

 (3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも

のとする。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利確定前　（株）                 

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － 9,990

失効 － － － －

権利確定 － － － 9,990

未確定残 － － － －

権利確定後　（株）                 

前連結会計年度末 7,140 8,380 14,520 －

権利確定 － － － 9,990

権利行使 170 200 350 －

失効 － － － －

未行使残 6,970 8,180 14,170 9,990

②　単価情報

 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

権利行使価格（円） 1 1 1 1

行使時平均株価

（円）
6,250 6,250 6,250 －

付与日における公正

な評価単価（円）
6,456 4,976 3,262 4,590
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 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された第８回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり

ます。

 　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

 　②　主な基礎数値及び見積方法

 第８回新株予約権

 株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　40.269％

 予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　　　12.5年

 予想配当（注）３  　　　　　　　　　　　　　 168円／株

 無リスク利子率（注）４  　　　　　　　　　　　　　　 1.325％

　（注）１．年率、上場後の日次株価（平成11年９月から平成22年７月までの各取引日における終値）に基づき算

　　　　　　定しております。

　　　　２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、付与日から権利行使期間の中間点におい

　　　　　　て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　　　　付与日：平成22年７月15日

　　　　　　権利行使開始日：平成22年７月16日

　　　　　　権利行使終了日：平成47年６月30日

　　　　　　付与日から権利行使日開始日までの年数：０年

　　　　　　付与日から権利行使終了日までの年数：25年

　　　　　　付与日から権利行使期間の中間点までの年数：12.5年

　　　　３．過去１年間の実績配当金（平成21年９月中間配当金72.5円、平成22年３月期末配当金95.5円）によってお

　　　　　　ります。

　　　　４．年率、平成22年７月15日の国債利回り（残存期間：12.5年）であります。

 

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。
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（税効果会計関係）

項目
前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主

な原因別の内訳
  

(1) 流動資産  （千円）  （千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,512 25,524

賞与引当金損金算入限度超過額 182,255 202,053

未払事業税否認 355,737 387,082

未払金否認 77,914 106,949

その他 2,189 24,172

繰延税金資産小計 641,609 745,780

評価性引当額 △30,659 △44,515

繰延税金資産合計 610,950 701,265

繰延税金負債との相殺 △21,353 －

繰延税金資産の純額 589,597 701,265

　 　 　

(2) 流動負債 　 　

繰延税金負債   

未収事業税否認 11,651 －

未収償却資産税 9,701 －

繰延税金負債合計 21,353 －

繰延税金資産との相殺 △21,353 －

繰延税金負債の純額 － －

　 　 　

(3) 固定資産   

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 32,426 30,157

少額減価償却資産償却限度超過額 18,008 9,086

退職給付引当金損金算入限度超過額 60,822 72,995

建物等有姿除却損否認 163,692 163,734

連結子会社における税務上の繰越欠損金 1,004,177 513,879

役員退職慰労金否認 254,992 254,759

投資有価証券評価損否認 237,597 264,508

減損損失否認 366,865 642,549

資産除去債務　 － 284,656

その他 40,827 72,448

繰延税金資産小計 2,179,409 2,308,771

評価性引当額 △1,042,018 △575,506

繰延税金資産合計 1,137,390 1,733,265

繰延税金負債との相殺 △40,029 △118,507

繰延税金資産の純額 1,097,361 1,614,758
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項目
前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

(4) 固定負債   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 40,029 29,016

資産除去債務　 － 94,015

繰延税金負債合計 40,029 123,031

繰延税金資産との相殺 △40,029 △118,507

繰延税金負債の純額 － 4,524

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異原因の内訳

法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との間

の差異が法定実効税率の100分の

５以下であるため、注記を省略し

ております。

同左

　 

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

共通支配下の取引等

　共通支配下の取引等に重要性がないため、注記を省略しております。　

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

共通支配下の取引等

　共通支配下の取引等に重要性がないため、注記を省略しております。　

　

（資産除去債務関係）

当連結会計年度末（平成23年３月31日）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。　

　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（追加情報）

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成

20年11月28日）および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 
オートオーク
ション事業
（千円）

中古自動車等
買取販売事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去または全
社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高および営業損
益

      

売上高       
(1) 外部顧客に対する

売上高
42,791,59212,224,5964,832,98359,849,172 － 59,849,172

(2) セグメント間の内
部売上高または振
替高

441,197 449 2,389 444,036△444,036 －

計 43,232,79012,225,0454,835,37360,293,209△444,03659,849,172

営業費用 22,217,91311,811,6394,638,98838,668,541△759,68837,908,852

営業利益 21,014,876413,406196,38521,624,667315,65221,940,319

Ⅱ　資産、減価償却費およ
び資本的支出

      

資産 136,420,9132,222,1374,408,953143,052,005△887,935142,164,069
減価償却費 4,986,54064,683 431,4165,482,640 － 5,482,640
資本的支出 848,552 46,728 91,783 987,064 － 987,064

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．その他の事業は、株式会社アビヅの廃自動車等のリサイクルと株式会社ＵＳＳ東洋の廃ゴムのリサイクルを

区分しております。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事

項はありません。

　 

【海外売上高】

　前連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。
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【セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社は、オートオークション運営およびオークションに係る各種サービスの提供、中古自動車等の買

取販売、リサイクル事業などを展開しており、事業内容ごとに戦略を立案し、事業を行っております。

したがって、当社は、事業内容等を基礎としてセグメントを構成しており、「オートオークション」、

「中古自動車等買取販売」の２つを報告セグメントとしております。

「オートオークション」は中古車取扱事業者を会員とするオートオークションの運営、衛星ＴＶ回線

およびインターネットによるオートオークション接続サービス、中古自動車情報サービスの提供、オー

トオークションの出品車・落札車の運搬および引廻し、オートオークション会員向け金融サービスの提

供を主な事業としております。

「中古自動車等買取販売」は中古自動車および事故現状車の買取販売を主な事業としております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。　
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「セグメント情

報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）および「セグメント情報等

の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）に準拠した

場合と同様の情報が開示されているため、省略しております。　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結
財務諸表
計上額
（注）３

オートオーク
ション

中古自動車
等買取販売

計

売上高        

外部顧客への売

上高
43,177,51012,494,79755,672,3075,745,53861,417,846－ 61,417,846

セグメント間の
内部売上高また
は振替高

403,5491,574405,1242,199407,323△407,323 －

計 43,581,06012,496,37256,077,4325,747,73861,825,170△407,32361,417,846

セグメント利益 23,372,879674,25424,047,134168,47424,215,608116,68524,332,294

セグメント資産 146,034,9472,476,869148,511,8164,257,162152,768,979△1,132,042151,636,936

その他の項目        

減価償却費 4,114,50860,1304,174,639355,1224,529,761 － 4,529,761

のれんの償却額 250,880 － 250,880 － 250,880△2,683248,196

有形固定資産お

よび無形固定資

産の増加額

7,385,93315,7567,401,690253,8427,655,532 － 7,655,532

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃自動

車等のリサイクル事業と株式会社ＵＳＳ東洋の廃ゴムのリサイクル事業および株式会社ＵＳＳロジス

ティクス・インターナショナル・サービスの中古自動車の輸出手続サービス事業であります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益 （単位：千円）

 当連結会計年度

セグメント間取引消去 114,001

のれんの償却額 2,683

合計 116,685

　
セグメント資産 （単位：千円）

 当連結会計年度

セグメント間資産負債消去 △1,128,236

のれん △3,805

合計 △1,132,042

　

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：千円）

 
オート

オークション
中古自動車等
買取販売

その他　 全社・消去 合計

減損損失 998,681 － － － 998,681
　　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：千円）

 
オート

オークション
中古自動車等
買取販売

その他 全社・消去 合計

当期償却額 250,880 － － △2,683 248,196
当期末残高 112,794 － － △3,805 108,989
　
　なお、平成22年４月１日前に行われた子会社株式の取得により発生した負ののれんの償却額および未償却
額は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
オート

オークション
中古自動車等
買取販売

その他 全社・消去 合計

当期償却額 － 2,683 － △2,683 －
当期末残高 － 3,805 － △3,805 －
　
　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　該当事項はありません。

　

（追加情報）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27

日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。
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【関連当事者情報】

　 前連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

 

　(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主等

種類

会社等の

名称また

は氏名

所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容ま
たは職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合
（％）

関連当事者との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

当社代表取締役

服部太が議決権

の過半数を所有

している会社

株式会社

服部モー

タース

愛知県

東海市
50,000

自動車

販売業

（被所有）

直接　2.4
オークション取引

オークション関連

取引
72,009オークション借勘定 2,537

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

華蓮

愛知県

名古屋市

中村区 

10,000
不動産

賃貸業
－ 土地・建物賃借 不動産賃貸借取引 38,461　

前払費用

　

その他

（投資その他の資産）　

3,715

　

7,811

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

グリーン

シティ

愛知県

東海市 
6,000

自動車

販売業

保険

代理業

　

－ 保険代理店 保険代理店取引 74,844

前払費用

　

長期前払費用　

15,700

　

20,836　

当社代表取締役

安藤之弘が議決

権の過半数を所

有している会社

株式会社

昭和

愛知県

名古屋市

緑区 

10,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
13,116オークション借勘定 731

当社代表取締役

田村文彦が議決

権の過半数を所

有している会社

メトロ商

事有限会

社

福岡県

福岡市

博多区

3,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
8,364オークション貸勘定 1,444

当社取締役増田

元廣が議決権の

過半数を所有し

ている会社 

株式会社

マスダ

オート

埼玉県

三郷市
10,000

自動車

販売業

（被所有）　

直接　0.0
オークション取引 

オークション関連

取引
64,872オークション借勘定 9,172

当社取締役合野

栄治が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

オート

マックス

買取サー

ビス

福岡県

福岡市

博多区 

5,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
68,928

オークション借勘定

　

長期預り保証金　

11,781

　

100　

当社取締役合野

栄治が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

博多流通

福岡県

福岡市

博多区 

5,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
61,531オークション借勘定 2,930

当社取締役三島

敏雄が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

メトコス

福岡県

粕屋郡
　13,500

自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
74,465

オークション借勘定

　

長期預り保証金　

8,779

　

100　

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法

(1) オークション関連取引については、当社オートオークション規則により、一般会員と同様の取引条件

によっております。

(2) 不動産賃貸借取引については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

(3) 保険代理店取引については、一般的な保険取引と同一の条件によっております。　

２．取引の内容欄における「オークション関連取引」については、出品手数料、成約手数料、落札手数料お

よびその他のオークション関連取引を記載しております。 

３．取引金額欄については、消費税等抜きの金額で記載しております。
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主等

種類

会社等の

名称また

は氏名

所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容ま
たは職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合
（％）

関連当事者との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

華蓮

愛知県

名古屋市

中村区

　10,000
不動産

賃貸業
－ 建物賃借 不動産賃貸借取引 60,527

前払費用 

　

その他

（投資その他の資産）

4,910

　

  5,006

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

グリーン

シティ

愛知県

東海市
6,000

自動車

販売業

保険

代理業

　

－ 保険代理店 保険代理店取引 29,335

前払費用

　

長期前払費用　

9,251

　

517　

当社代表取締役

服部太が議決権

の過半数を所有

している会社

ホリカワ

運送株式

会社

愛知県

弥富市
20,000

貨物自

動車運

送業

（被所有）

直接　0.0
オークション取引

オークション関連

取引
1,800その他（流動負債） 20,880

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社 

株式会社

ＨＭグ

ループ

愛知県

名古屋市

昭和区 

6,000
自動車

販売業
－ ラビット加盟店

フランチャイズ取

引
13,983

受取手形及び売掛金

　

 長期預り保証金

94

　

 100

当社取締役増田

元廣が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

マスダ

オート

埼玉県

三郷市
10,000

自動車

販売業

（被所有）　

直接　0.0
オークション取引 

オークション関連

取引
16,366

オークション借勘定

　

受取手形及び売掛金

259

　

803

株式会社ＵＳＳ

群馬代表取締役

新井栄一が議決

権の過半数を所

有している会社

株式会社

東部オー

ト

群馬県

高崎市
　20,000

自動車

販売業

（被所有）

直接　0.1

オークション取引 
オークション関連

取引
35,838

オークション貸勘定
　

受取手形及び売掛金

2,084
　
291

ラビット加盟店
フランチャイズ取

引
31,918

受取手形及び売掛金
　

その他（流動負債）

442
　

 4,721

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法

(1) オークション関連取引については、当社オートオークション規則により、一般会員と同様の取引条件

によっております。

(2) 不動産賃貸借取引については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

(3) 保険代理店取引については、一般的な取引と同一の条件によっております。 

２．取引の内容欄における「オークション関連取引」については、出品手数料、成約手数料、落札手数料お

よびその他のオークション関連取引を記載しております。

３．取引金額欄については、消費税等抜きの金額で記載しております。
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　 当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

 

　(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主等

種類

会社等の

名称また

は氏名

所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容ま
たは職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合
（％）

関連当事者との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

当社代表取締役

服部太が議決権

の過半数を所有

している会社

株式会社

服部モー

タース

愛知県

東海市
50,000

自動車

販売業

（被所有）

直接　2.4
オークション取引

オークション関連

取引
71,967オークション借勘定 10,031

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

華蓮

　

愛知県

名古屋市

中村区 

　

　10,000
不動産

賃貸業
－ 土地・建物賃借 　

不動産賃貸借取引 37,121

前払費用
　

その他

（投資その他の資産）　

2,996
　
　

7,811

賃借権の購入 43,128 －  －
当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

グリーン

シティ

愛知県

東海市 
6,000

自動車

販売業

保険

代理業

　

－ 保険代理店 保険代理店取引 78,028

前払費用

　

長期前払費用　

15,586

　

68,314　

当社代表取締役

安藤之弘が議決

権の過半数を所

有している会社

株式会社

昭和

愛知県

名古屋市

緑区 

10,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
11,557オークション貸勘定 4,770

当社取締役増田

元廣が議決権の

過半数を所有し

ている会社 

株式会社

マスダ

オート

埼玉県

三郷市
10,000

自動車

販売業

（被所有）　

直接　0.0
オークション取引 

オークション関連

取引
63,042オークション借勘定 49,287

当社取締役合野

栄治が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

オート

マックス

買取サー

ビス

福岡県

福岡市

博多区 

5,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
71,781

オークション借勘定

　

長期預り保証金　

4,613

　

100　

当社取締役合野

栄治が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

博多流通

福岡県

福岡市

博多区 

5,000
自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
68,789オークション借勘定 4,842

当社取締役三島

敏雄が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

メトコス

福岡県

粕屋郡
　13,500

自動車

販売業
－ オークション取引

オークション関連

取引
83,545

オークション借勘定

　

長期預り保証金　

14,752

　

100　

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法

(1) オークション関連取引については、当社オートオークション規則により、一般会員と同様の取引条件

によっております。

(2) 不動産賃貸借取引関連については、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。 

(3) 保険代理店取引については、一般的な保険取引と同一の条件によっております。　

２．取引の内容欄における「オークション関連取引」については、出品手数料、成約手数料、落札手数料お

よびその他のオークション関連取引を記載しております。 

３．取引金額欄には、消費税等を含んでおりません。期末残高欄には消費税等を含んでおります。
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(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主等

種類

会社等の

名称また

は氏名

所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容ま
たは職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合
（％）

関連当事者との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

華蓮

愛知県

名古屋市

中村区

　10,000
不動産

賃貸業
－ 建物賃借 不動産賃貸借取引 56,117

前払費用 

　

その他

（投資その他の資産）

4,910

　

  5,006

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社

株式会社

グリーン

シティ

愛知県

東海市
6,000

自動車

販売業

保険

代理業

　

－ 保険代理店 保険代理店取引 23,540

前払費用

　

長期前払費用　

7,271

　

17,345　

当社代表取締役

服部太が議決権

の過半数を所有

している会社

ホリカワ

運送株式

会社

愛知県

弥富市
20,000

貨物自

動車運

送業

（被所有）

直接　0.0
オークション取引

オークション関連

取引
2,350

その他（流動資産）

　

その他（流動負債）　

210

　

18,885　

当社代表取締役

服部太の近親者

が議決権の過半

数を所有してい

る会社 

株式会社

ＨＭグ

ループ

愛知県

名古屋市

昭和区 

6,000
自動車

販売業
－ ラビット加盟店

フランチャイズ取

引
14,864

受取手形及び売掛金

　

 長期預り保証金

135

　

 100

当社取締役増田

元廣が議決権の

過半数を所有し

ている会社

株式会社

マスダ

オート

埼玉県

三郷市
10,000

自動車

販売業

（被所有）　

直接　0.0
オークション取引 

オークション関連

取引
8,220受取手形及び売掛金 111

株式会社ＵＳＳ

群馬代表取締役

新井栄一が議決

権の過半数を所

有している会社

株式会社

東部オー

ト

群馬県

高崎市
　20,000

自動車

販売業

（被所有）

直接　0.1

オークション取引 
オークション関連

取引
37,357

オークション貸勘定
　

受取手形及び売掛金
　

　その他（流動資産）

10
　
21

　
1

ラビット加盟店
フランチャイズ取

引
32,100

受取手形及び売掛金
　

その他（流動負債）

330
　

 7,886

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法

(1) オークション関連取引については、当社オートオークション規則により、一般会員と同様の取引条件

によっております。

(2) 不動産賃貸借取引については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

(3) 保険代理店取引については、一般的な取引と同一の条件によっております。 

２．取引の内容欄における「オークション関連取引」については、出品手数料、成約手数料、落札手数料お

よびその他のオークション関連取引を記載しております。

３．取引金額欄には、消費税等を含んでおりません。期末残高欄には消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 3,970.03円

１株当たり当期純利益金額 418.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
418.81円

１株当たり純資産額 4,200.18円

１株当たり当期純利益金額 478.00円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
477.72円

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 12,717,599 13,971,418

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 12,717,599 13,971,418

期中平均株式数（千株） 30,363 29,228

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） 9,865 9,582

（うち新株予約権） (9,865) (9,582)

普通株式増加数（千株） 26 37

（うち新株予約権） (26) (37)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（自己株式の取得）

当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取

得することおよびその具体的な取得方法について決議

し、実施いたしました。

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

500,000株（上限）

③　取得する期間

平成22年５月12日から平成22年６月23日　

④　取得価額の総額

3,000,000千円（上限）

⑤　取得の方法

市場取引　

(2) 取得日

平成22年５月12日から平成22年６月23日

(3) その他　

上記市場買付による取得の結果、当社普通株式

350,000株（取得価額2,147,386千円）を取得いたしま

した。

（自己株式の消却）

当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、会

社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消

却することを決議し、実施いたしました。

(1) 消却する株式の種類

当社普通株式　

(2) 消却する株式の数

1,370,982株

（消却前の発行済株式総数に対する割合 4.19％）

(3) 消却後の発行済株式総数

31,325,000株

(4) 消却日

平成22年５月31日

（自己株式の取得）

当社は、平成23年５月10日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取

得することおよびその具体的な取得方法について決議

し、実施いたしました。

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

500,000株（上限）

③　取得する期間

平成23年５月11日から平成23年６月23日

④　取得価額の総額

3,250,000千円（上限）

⑤　取得の方法

市場取引

(2) 取得日

平成23年５月11日から平成23年６月７日

(3) その他　

上記市場買付による取得の結果、当社普通株式

500,000株（取得価額3,078,227千円）を取得いたしま

した。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 200,000 － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 199,920 188,660 1.62 －

１年以内に返済予定のリース債務 304,323 296,666 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 356,160 167,500 1.81
平成24年～

平成27年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） 746,398 444,448 －
平成24年～

平成25年

その他有利子負債 － － － －

合計 1,806,8021,097,274 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は

以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 60,000 60,000 47,500 －

リース債務 296,299 148,149 － －

　 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100

分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成22年４月１日

至平成22年６月30日

第２四半期

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

第３四半期

自平成22年10月１日

至平成22年12月31日

第４四半期

自平成23年１月１日

至平成23年３月31日

売上高（千円） 15,348,57515,074,43914,741,11816,253,713

税金等調整前四半期純利益

金額（千円）
5,532,568 6,030,513 5,802,795 5,791,092

四半期純利益金額

（千円）
3,242,613 3,501,420 3,862,721 3,364,662

１株当たり四半期純利益金

額（円）
109.60 119.05 133.38 116.18
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,795,966 18,887,374

オークション貸勘定 ※1
 2,426,418

※1
 8,824,062

売掛金 135,996 115,665

商品 21,907 67,458

貯蔵品 24,520 31,390

前払費用 47,785 50,743

繰延税金資産 343,115 359,206

関係会社短期貸付金 3,567,645 3,088,852

未収入金 26,816 149,738

その他 22,321 54,737

貸倒引当金 △4,493 △6,507

流動資産合計 23,407,999 31,622,723

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,676,943 10,803,204

構築物（純額） 2,403,272 2,540,774

車両運搬具（純額） ※5
 55,593

※5
 53,611

工具、器具及び備品（純額） ※5
 1,169,024

※5
 947,836

土地 ※4
 23,950,749

※4
 33,079,332

リース資産（純額） 1,018,846 728,877

有形固定資産合計 ※2
 37,274,428

※2
 48,153,637

無形固定資産

借地権 77,205 176,524

ソフトウエア 284,409 207,965

その他 18,398 19,072

無形固定資産合計 380,014 403,562

投資その他の資産

投資有価証券 1,238,804 1,141,503

関係会社株式 4,525,732 4,380,732

関係会社長期貸付金 276,771 207,918

破産更生債権等 3,640 1,125

長期前払費用 445,146 430,215

繰延税金資産 675,370 1,197,302

再評価に係る繰延税金資産 ※4
 3,343,379

※4
 3,339,667

保険積立金 127,839 128,102

投資不動産（純額） ※3, ※4, ※5
 50,218,451

※3, ※4, ※5
 41,262,028

その他 104,526 103,390

貸倒引当金 △3,440 △925

投資その他の資産合計 60,956,221 52,191,060

固定資産合計 98,610,664 100,748,261

資産合計 122,018,663 132,370,984
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

オークション借勘定 ※1
 3,405,210

※1
 9,574,313

買掛金 16,687 62,823

リース債務 298,559 296,299

未払金 1,144,437 1,031,386

未払費用 117,671 132,647

未払法人税等 2,970,000 3,010,000

預り金 1,491,038 1,665,121

賞与引当金 168,244 190,053

その他 216,603 171,605

流動負債合計 9,828,452 16,134,250

固定負債

リース債務 746,398 444,448

長期未払金 543,332 548,392

長期預り保証金 2,220,336 2,581,326

資産除去債務 － 622,992

固定負債合計 3,510,067 4,197,160

負債合計 13,338,520 20,331,410

純資産の部

株主資本

資本金 18,881,312 18,881,312

資本剰余金

資本準備金 4,583,478 4,583,478

その他資本剰余金 19,000,000 9,980,254

資本剰余金合計 23,583,478 14,563,732

利益剰余金

利益準備金 370,469 370,469

その他利益剰余金

別途積立金 － －

繰越利益剰余金 90,121,823 98,422,854

利益剰余金合計 90,492,293 98,793,324

自己株式 △19,382,433 △15,310,396

株主資本合計 113,574,650 116,927,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 59,531 43,116

土地再評価差額金 ※4
 △4,972,243

※4
 △4,962,592

評価・換算差額等合計 △4,912,712 △4,919,476

新株予約権 18,206 31,076

純資産合計 108,680,143 112,039,573

負債純資産合計 122,018,663 132,370,984
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高

オークション関連収入 26,195,662 27,026,412

商品売上高 532,667 561,549

売上高合計 26,728,330 27,587,962

売上原価

オークション関連原価

従業員給料及び賞与 1,194,647 1,238,419

賞与引当金繰入額 106,262 121,237

法定福利及び厚生費 195,824 205,470

会場警備費 606,099 654,721

賃借料 171,988 125,893

減価償却費 1,909,826 1,848,865

運賃 990,074 984,464

通信費 483,951 474,760

消耗品費 247,814 243,157

租税公課 303,222 319,054

その他 886,232 902,004

オークション関連原価 7,095,941 7,118,050

商品売上原価

商品期首たな卸高 39,580 21,907

合併による商品受入高 － 5,942

当期商品仕入高 445,331 592,611

合計 484,911 620,461

商品期末たな卸高 21,907 67,458

商品売上原価 ※1
 463,003

※1
 553,002

売上原価合計 7,558,945 7,671,053

売上総利益 19,169,384 19,916,909

販売費及び一般管理費

販売手数料 617,224 736,717

広告宣伝費 73,231 81,406

販売促進費 686,136 716,641

貸倒引当金繰入額 5,124 3,653

役員報酬 333,390 324,615

従業員給料及び賞与 605,465 661,025

賞与引当金繰入額 61,982 68,816

法定福利及び厚生費 104,412 126,449

賃借料 21,844 27,481

減価償却費 173,446 178,003

通信費 64,318 39,102

消耗品費 40,516 39,397

支払手数料 201,209 205,896

租税公課 192,696 306,336

その他 359,897 356,831

販売費及び一般管理費合計 3,540,895 3,872,374

営業利益 15,628,488 16,044,534
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業外収益

受取利息 ※2
 62,411

※2
 46,346

有価証券利息 38,850 38,180

受取配当金 ※2
 6,271,383

※2
 4,148,617

不動産賃貸料 ※2
 2,638,168

※2
 2,513,053

複合金融商品評価益 252,450 －

雑収入 104,168 112,650

営業外収益合計 9,367,432 6,858,849

営業外費用

支払利息 ※2
 19,596 －

不動産賃貸原価 ※2
 2,280,231

※2
 1,877,106

雑損失 9,244 17,114

営業外費用合計 2,309,072 1,894,221

経常利益 22,686,848 21,009,162

特別利益

固定資産売却益 ※3
 28,403

※3
 11,433

貸倒引当金戻入額 8,369 2,199

抱合せ株式消滅差益 － 119,043

その他 800 400

特別利益合計 37,572 133,076

特別損失

固定資産売却損 ※4
 1

※4
 9

固定資産除却損 ※5
 32,892

※5
 14,331

投資有価証券評価損 168,109 56,707

関係会社株式評価損 305,788 －

減損損失 － ※6
 998,681

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 375,048

その他 35,731 －

特別損失合計 542,524 1,444,778

税引前当期純利益 22,181,896 19,697,459

法人税、住民税及び事業税 6,502,039 6,396,228

法人税等調整額 △38,953 △526,084

法人税等合計 6,463,086 5,870,143

当期純利益 15,718,810 13,827,316
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,881,312 18,881,312

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,881,312 18,881,312

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 23,583,478 4,583,478

当期変動額

準備金から剰余金への振替 △19,000,000 －

当期変動額合計 △19,000,000 －

当期末残高 4,583,478 4,583,478

その他資本剰余金

前期末残高 － 19,000,000

当期変動額

準備金から剰余金への振替 19,000,000 －

自己株式の処分 － △1,426

自己株式の消却 － △9,018,319

当期変動額合計 19,000,000 △9,019,745

当期末残高 19,000,000 9,980,254

資本剰余金合計

前期末残高 23,583,478 23,583,478

当期変動額

自己株式の処分 － △1,426

自己株式の消却 － △9,018,319

当期変動額合計 － △9,019,745

当期末残高 23,583,478 14,563,732

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 370,469 370,469

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 370,469 370,469

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 42,705,000 －

当期変動額

別途積立金の取崩 △42,705,000 －

当期変動額合計 △42,705,000 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 36,448,247 90,121,823

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 15,718,810 13,827,316

別途積立金の取崩 42,705,000 －

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

当期変動額合計 53,673,576 8,301,031

当期末残高 90,121,823 98,422,854

利益剰余金合計

前期末残高 79,523,717 90,492,293

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 15,718,810 13,827,316

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

当期変動額合計 10,968,576 8,301,031

当期末残高 90,492,293 98,793,324

自己株式

前期末残高 △14,710,531 △19,382,433

当期変動額

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 4,661

自己株式の消却 － 9,018,319

当期変動額合計 △4,671,902 4,072,037

当期末残高 △19,382,433 △15,310,396

株主資本合計

前期末残高 107,277,976 113,574,650

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 15,718,810 13,827,316

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 3,235

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

当期変動額合計 6,296,673 3,353,322

当期末残高 113,574,650 116,927,973

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

114/138



(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △14,158 59,531

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

73,690 △16,414

当期変動額合計 73,690 △16,414

当期末残高 59,531 43,116

土地再評価差額金

前期末残高 △4,977,400 △4,972,243

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

5,156 9,650

当期変動額合計 5,156 9,650

当期末残高 △4,972,243 △4,962,592

評価・換算差額等合計

前期末残高 △4,991,559 △4,912,712

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

78,846 △6,763

当期変動額合計 78,846 △6,763

当期末残高 △4,912,712 △4,919,476

新株予約権

前期末残高 8,340 18,206

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,865 12,870

当期変動額合計 9,865 12,870

当期末残高 18,206 31,076

純資産合計

前期末残高 102,294,758 108,680,143

当期変動額

剰余金の配当 △4,741,495 △5,518,297

当期純利益 15,718,810 13,827,316

自己株式の取得 △4,671,902 △4,950,943

自己株式の処分 － 3,235

土地再評価差額金の取崩 △8,738 △7,987

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88,712 6,107

当期変動額合計 6,385,385 3,359,429

当期末残高 108,680,143 112,039,573
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法

子会社株式および関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法

子会社株式および関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

  　（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

　ただし、組込デリバティブを区分して

測定することができない複合金融商品

については、全体を時価評価し、評価差

額を営業外損益に計上しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

商品

移動平均法に基づく原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）

　ただし、車両については個別法に基づ

く原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法） 

商品

同左

 貯蔵品

　移動平均法に基づく原価法

　ただし、車両については、個別法に基づ

く原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産および投資不動産

（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　　　建物および構築物　　　　８～34年

　　　車両運搬具　　　　　　　４～６年

　　　器具および備品　　　　　４～10年

(1) 有形固定資産および投資不動産

（リース資産を除く）

同左

 (2) 無形固定資産（ソフトウエア）

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

(2) 無形固定資産（ソフトウエア）

同左

 (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。　　

(3) リース資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

以下の方法により計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 ①　一般債権

　貸倒実績率法によっております。

 

 ②　貸倒懸念債権および破産更生債権

　財務内容評価法によっております。

 

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、

支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

５．収益および費用の計上基

準

収益の計上基準

　売上高の計上は、実現主義の原則に従っ

ており、オークション開催日をもって計上

しております。

収益の計上基準

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。　

消費税等の会計処理

同左
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【会計処理の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

－ （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益は6,847千円、経常利益は17,428千

円、税引前当期純利益は392,476千円減少しております。

　

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号　平成20年12月26日）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号　

平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）および「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26

日）を適用しております。　

　 

【追加情報】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（損益計算書）

従来、保有する複合金融商品に係る評価損（益）は

「デリバティブ評価損（益）」の科目で表示しておりま

したが、より適切な科目により明記するため、当事業年度

より「複合金融商品評価損（益）」の科目で表示してお

ります。　　

－
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、

オークション業務に関連して発生する会員に対する

債権および債務であり、その主なものは立替および預

り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および

未収落札料収入等であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘

定残高は、期末日とオークション開催日との関連に

よって増減いたします。

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

同左

※２．有形固定資産の減価償却累計額 15,022,579千円 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 20,004,653千円

※３．投資不動産の減価償却累計額 10,924,886千円 ※３．投資不動産の減価償却累計額 9,625,226千円

※４．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ております。当該評価差額にかかる税金相当額を「再

評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

当該繰延税金資産を控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。

※４．土地の再評価

同左

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税法

第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格

に合理的な調整を行って算定する方法により算出し

ております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

 △3,180,997千円

(うち、投資不動産分) (△2,542,388千円)

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

 △650,524千円

(うち、投資不動産分) (△980,976千円)

※５．国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適

用に伴い、固定資産の取得価額から直接控除している

圧縮記帳累計額は、車両運搬具100千円、工具、器具及

び備品2,468千円および投資不動産（土地）150,000

千円であります。　

※５．国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適

用に伴い、固定資産の取得価額から直接控除している

圧縮記帳累計額は、車両運搬具100千円、工具、器具及

び備品2,468千円および投資不動産（土地）150,000

千円であります。　

　６．保証債務

衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務8,730千円に対

して、保証を行っております。 

　６．保証債務

衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務6,922千円に対

して、保証を行っております。 

　７．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　７．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額および

貸出コミットメントの総額
1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

当座貸越極度額および

貸出コミットメントの総額
1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が商品売上原価に

含まれております。

4,536千円 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が商品売上原価に

含まれております。

18,631千円 

※２．関係会社に係るもの

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※２．関係会社に係るもの

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

受取利息 61,004千円

受取配当金 6,267,000千円

不動産賃貸料 2,500,158千円

不動産賃貸原価（上記に係る費用） 2,264,955千円

支払利息 17,565千円

受取利息 41,620千円

受取配当金 4,145,000千円

不動産賃貸料 2,386,039千円

不動産賃貸原価（上記に係る費用） 1,862,451千円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 7,320千円

土地 21,082千円

計 28,403千円

車両運搬具 11,433千円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1千円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 9千円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 4,509千円

工具、器具及び備品 16,024千円

建物及び構築物撤去費用 4,367千円

借地権 7,990千円

計 32,892千円

建物及び構築物 3,577千円

車両運搬具　 4千円

工具、器具及び備品 5,994千円

建物及び構築物撤去費用 3,743千円

借地権 1,012千円

計 14,331千円

※６．減損損失

　当事業年度において、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
千葉県野田市
（流通会場）　

オークション会
場

建物
土地　他

　当社は、事業用資産については継続的に収支を把握し

ている事業単位ごとに、また、遊休資産については個々

にグルーピングをしております。

　上記流通会場の事業用資産について、千葉県野田市に

ある東京会場と流通会場を統合し、東京会場の１会場

体制で運営することを決定したことにより、一部の資

産について将来の使用が見込まれなくなったため、回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

998,681千円計上しました。その内訳は建物765,120千

円、土地60,611千円、その他172,950千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、土地については固定資産税評価額を合理的に調整

した価額により評価し、建物およびその他については

処分見込価額により評価しております。　　
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

　普通株式（注） 2,105 830 － 2,936

（注）自己株式の増加株式数の内訳は、取締役会決議による自己株式の取得による増加830千株、単元未満株式の買取

りによる増加０千株であります。

　 

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

　普通株式（注） 2,936 800 1,371 2,364

（注）１. 自己株式の増加株式数の内訳は、取締役会決議による自己株式の取得による増加350千株、会社法797条第

１項に基づく買取請求による増加450千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

２. 自己株式の減少株式数の内訳は、自己株式の消却による減少1,370千株、ストックオプションの行使による

減少０千株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　有形固定資産

オートオークション事業におけるコンピュータ

端末機（工具、器具及び備品）であります。

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　有形固定資産

　　オートオークション事業における印刷関連機器等

（工具、器具及び備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法　

　重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

(2) リース資産の減価償却の方法　

　同左

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっており、その内容は次のとお

りであります。 

　同左

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

 
工具、器具
及び備品
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 1,888,8541,888,854
減価償却累計額相当額 1,888,8541,888,854
期末残高相当額     －     －

 
工具、器具
及び備品
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 5,328 5,328
減価償却累計額相当額 5,328 5,328
期末残高相当額 － －

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

　

　

　上記取得価額相当額5,328千円は、平成22年10月１日

付で合併した株式会社ＵＳＳ関東から引継いだリー

ス物件であります。

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内    －  千円

１年超   　－  千円

合計  －  千円

１年内 －  千円

１年超 －  千円

合計 －  千円

③ 支払リース料および減価償却費相当額 ③ 支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料   175,405千円

減価償却費相当額 175,405千円

支払リース料   976千円

減価償却費相当額 976千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成22年３月31日）

　子会社および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式4,519,731千円、関連会社株式6,000千円）は、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　 

当事業年度（平成23年３月31日）

　子会社および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式4,374,731千円、関連会社株式6,000千円）は、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主

な原因別の内訳
  

(1) 流動資産 （千円） （千円）

繰延税金資産   

賞与引当金損金算入限度超過額 67,620 76,451

未払事業税否認 240,738 227,634

未払金否認 34,012 54,500

その他 743 621

繰延税金資産合計 343,115 359,206

繰延税金負債との相殺 － －

繰延税金資産の純額 343,115 359,206

   

(2) 固定資産   

繰延税金資産   

役員退職慰労金否認 218,452 220,596

投資有価証券評価損否認 234,910 264,218

減損損失否認 8,399 393,412

減価償却資産償却限度超過額　 27,547 54,781

建物等有姿除却損否認 83,044 83,086

子会社株式評価損否認 122,945 20,113

資産除去債務　 － 250,605

その他 20,100 27,736

繰延税金資産合計 715,400 1,314,547

繰延税金負債との相殺 △40,029 △117,244

繰延税金資産の純額 675,370 1,197,302

   

(3) 固定負債   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 40,029 29,016

資産除去債務　 － 88,228

繰延税金負債合計 40,029 117,244

繰延税金資産との相殺 △40,029 △117,244

繰延税金負債の純額 － －

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異原因の内訳

法定実効税率 40.2 (％)
(調整)   
交際費等永久に損金
に算入されない項目

0.2 

受取配当金等永久に
益金に算入されない
項目

△11.4 

住民税均等割 0.1 
その他 0.0 
税効果会計適用後の
法人税等の負担率

29.1 

 

法定実効税率 40.2 (％)
(調整)   
交際費等永久に損金
に算入されない項目

0.3 

受取配当金等永久に
益金に算入されない
項目

△8.5 

住民税均等割 0.0 
その他 △2.3 
税効果会計適用後の
法人税等の負担率

29.8 
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（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　共通支配下の取引等

１．取引の概要

(1) 結合当事企業の名称および事業の内容

結合当事企業

名称　　　株式会社ユー・エス・エス

事業内容　オートオークション事業

被結合当事企業

名称　　　株式会社ＵＳＳ関東

事業内容　オートオークション事業

(2) 企業結合日

平成22年10月１日

(3) 企業結合の法的形式および結合後企業の名称

当社を吸収合併承継会社、株式会社ＵＳＳ関東（当社の連結子会社）を吸収合併消滅会社とす

る吸収合併であり、結合後企業の名称は株式会社ユー・エス・エスとなっております。

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社グループにおける事業効率の向上を目的として、平成22年８月３日開催の取締役会決議に

基づき、当社100％子会社である株式会社ＵＳＳ関東を吸収合併いたしました。本合併による当社

の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。また、当社の

100％子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行および合併交付金の支払はありま

せん。

２．実施した会計処理の概要

　本合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）および「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成

20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

　

（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年３月31日）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。　
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 3,651.33円

１株当たり当期純利益金額 517.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
517.57円

１株当たり純資産額 3,867.66円

１株当たり当期純利益金額 473.07円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
472.80円

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 15,718,810 13,827,316

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 15,718,810 13,827,316

　期中平均株式数（千株） 30,363 29,228

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円）    9,865    9,628

 　　（うち新株予約権） (9,865) (9,628)

　普通株式増加数（千株） 26 37

 　　（うち新株予約権） (26) (37)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得する

ことおよびその具体的な取得方法について決議し、実施い

たしました。

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容　

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

500,000株（上限）

③　取得する期間

平成22年５月12日から平成22年６月23日　

④　取得価額の総額

3,000,000千円（上限）

⑤　取得の方法

市場取引　

(2) 取得日

平成22年５月12日から平成22年６月23日

(3) その他

上記市場買付による取得の結果、当社普通株式

350,000株（取得価額2,147,386千円）を取得いたしま

した。

（自己株式の消却）

当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、会社

法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消却す

ることを決議し、実施いたしました。

(1) 消却する株式の種類

当社普通株式　

(2) 消却する株式の数

1,370,982株

（消却前の発行済株式総数に対する割合4.19％）

(3) 消却後の発行済株式総数

31,325,000株

(4) 消却日

平成22年５月31日　

（連結子会社の吸収合併）

当社は、平成23年４月28日付の取締役会において、当社連

結子会社の株式会社ユー・エス・エス横浜および株式会社

ＵＳＳ関西を吸収合併することを決議し、同日付で合併契

約を締結いたしました。

(1) 合併の目的

当社グループにおける事業効率の向上を目的として

おります。

(2) 合併の日程

合併決議取締役会 平成23年４月28日

合併契約締結 平成23年４月28日

合併予定日（効力発生日） 平成23年７月１日

(3) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式をとり、株式会社

ユー・エス・エス横浜および株式会社ＵＳＳ関西は解

散いたします。

(4) 合併に係る割当内容

当社の100％子会社との合併であるため、本合併によ

る新株式の発行および合併交付金の支払はありません。

(5) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債の発

行に関する取扱い

該当事項はありません。

(6) 合併後の状況

　本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表

者、資本金および決算期の変更はありません。

(7) 会計処理の概要

　本合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計

基準第21号　平成20年12月26日）および「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行います。
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　 （自己株式の取得）

当社は、平成23年５月10日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取

得することおよびその具体的な取得方法について決議

し、実施いたしました。

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

500,000株（上限）

③　取得する期間

平成23年５月11日から平成23年６月23日

④　取得価額の総額

3,250,000千円（上限）

⑤　取得の方法

市場取引

(2) 取得日

平成23年５月11日から平成23年６月７日

(3) その他　

　上記市場買付による取得の結果、当社普通株式

500,000株（取得価額3,078,227千円）を取得いたしま

した。　
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
（千円）

当期末減損
損失累計額
（千円）　

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産      　   
建物
　

14,318,823
　

5,032,996
　

4,639
　

19,347,181
　

7,778,856
　

765,120
　

1,430,552
(765,120)

10,803,204
　

構築物
　

6,723,816
　

1,695,578
　

30,350
　

8,389,043
　

5,804,740
　

43,527
　

462,517
(43,527)

2,540,774
　

車両運搬具
　

193,980
　

45,404
　

32,389
　

206,995
　

153,384
　

－
　

28,247
 

53,611
　

工具、器具及び備品
　

5,687,928
　

1,133,195
　

190,985
　

6,630,138
　

5,585,928
　

96,374
　

596,253
(96,374)

947,836　
　

土地
　

23,950,749
　

9,587,587
　

459,003
(60,611)

33,079,332
　

－
　

－
　

－
 
33,079,332

　
リース資産
　

1,421,710
　

－
　

11,089
　

1,410,621
　

681,743
　

－
　

283,281
 

728,877
　

建設仮勘定
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
 

－
　

有形固定資産計
52,297,008

　
17,494,762

　
728,457
(60,611)

69,063,313
　

20,004,653
　

905,022
　

2,800,852
(905,022)

48,153,637
　

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　 　
借地権
　

77,205
　

120,417
　

21,098
(17,186)

176,524
　

－
　

－
　

－
　

176,524
　

ソフトウエア
　

1,528,306
　

183,195
　

－
　

1,711,501
　

1,489,022
　

14,512
　

145,551
(14,512)

207,965
　

その他
　

83,140
　

1,980
　

1,306
(1,306)

83,814
　

64,742
　

－
　

－
　

19,072
　

無形固定資産計
1,688,652

　
305,593

　
22,405
(18,493)

1,971,840
　

1,553,764
　

14,512
　

145,551
(14,512)

403,562
　

長期前払費用
816,682

　
[20,927]

267,131
　

[68,693]

22,185
　

[21,104]

1,061,628
　

[68,516]

631,370
　
[－]

42
　
[－]

95,002
(42)　
[－]

430,215
　

[68,516]

投資不動産 　     　   
建物 29,179,414　 183,743　 4,903,405　 24,459,753　 7,750,838　 －　 1,089,402　 16,708,914　
構築物 4,031,664　 1,118　 1,588,084　 2,444,699　 1,772,860　 －　 215,444　 671,838　
工具、器具及び備品 267,484　 －　 154,455　 113,029　 101,526　 －　 8,742　 11,502　
土地 27,514,432　 398,846　 4,116,391　 23,796,887　 －　 －　 －　 23,796,887　
ソフトウエア 8,000　 －　 8,000　 －　 －　 －　 799　 －　
長期前払費用 165,854　 1,080　 149,553　 17,382　 14,776　 －　 856　 2,605　
借地権 132,133　 1,546　 63,401　 70,279　 －　 －　 －　 70,279　
投資不動産計 61,298,985586,33610,983,29050,902,0309,640,002 － 1,315,24641,262,028

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　 　
－ － － － － － － － －
繰延資産計 － － － － － － － －

　（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　土地の増加　　　　　横浜会場隣接地取得　　　　　　　　　　　　　　　　　5,460,296千円

　　　　　　工具、器具及び備品の増加　　　株式会社ＵＳＳ関東との合併による引継　　　　875,493千円

　　　　　　株式会社ＵＳＳ関東との合併による投資不動産から固定資産への振替

　　　　　　建物への振替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,901,587千円

　　　　　　構築物への振替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,588,084千円

　　　　　　土地への振替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,115,937千円　

 ２．長期前払費用の[　]は、内書で延払保険料の期間按分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため「償却

累計額」および「当期償却額」には含めておりません。

 ３．「当期減少額」および「当期償却額」欄の（　）内は、内書で減損損失の計上額であります。

 ４. 有形固定資産の土地の前期末残高は、過年度減損額10,814千円を控除して表示しております。　 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 7,933 9,893 8,194 2,199 7,433

賞与引当金 168,244 190,053 168,244 － 190,053

　（注）１. 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による戻入額2,199千円であります。　　

２. 貸倒引当金の当期増加額には平成22年10月１日付で当社に吸収合併しました株式会社ＵＳＳ関東から引継

いだ貸倒引当金6,239千円を含んでおります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 67,517

預金の種類  

当座預金 7,198,936

普通預金 3,515,487

定期預金　 8,100,000

その他 5,432

小計 18,819,856

合計 18,887,374

ｂ　オークション貸勘定

相手先 金額（千円）

株式会社オートサーバー 226,664

平和オート株式会社 144,885

株式会社ネクステージ 116,611

ネッツトヨタ兵庫株式会社 83,697

株式会社ワールドスターエンタープライズ 77,196

その他 8,175,006

計 8,824,062

ｃ　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社アビヅ 30,086

株式会社ユー・エス・エス横浜 9,256

その他 76,323

計 115,665

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

(A) ＋ (D)

２

(B)

365

135,996 1,018,6921,039,023 115,665 90.0 45.0

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
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ｄ　商品

品名 金額（千円）

リユース車両 66,761

衛星ＴＶ情報サービス用機器端末 696

計 67,458

ｅ　貯蔵品

品名 金額（千円）

事務用消耗品 28,181

その他 3,208

計 31,390

②　負債の部

ａ　オークション借勘定

相手先 金額（千円）

株式会社ガリバーインターナショナル 2,151,458

株式会社カーチス 518,688

株式会社Ｒ＆Ｗ 487,647

株式会社ワイズ 484,287

アップルオートネットワーク株式会社 302,018

その他 5,630,213

計 9,574,313

ｂ　買掛金

相手先 金額（千円）

株式会社ティ・エイチ・アイ 1,982

その他 60,840

計 62,823

　 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 10株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号　

中央三井信託銀行株式会社名古屋支店

株主名簿管理人

（特別口座） 

東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。

     公告掲載URL

     http://www.pronexus.co.jp/koukoku/4732/4732.html

株主に対する特典

株主優待制度を設けております。

ＵＳＳオリジナルグルメギフト

100株以上999株以下　　3,000円相当

1,000株以上　　　　　10,000円相当

 （注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

　　　 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はありません。

　 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書

事業年度（第30期）（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）平成22年６月30日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書およびその添付書類

平成22年６月30日関東財務局長に提出　

(3)四半期報告書および確認書

（第31期第１四半期）（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月６日関東財務局長に提出

（第31期第２四半期）（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提出

（第31期第３四半期）（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）平成23年２月14日関東財務局長に提出 

(4)臨時報告書

　 平成22年７月１日関東財務局長に提出

　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨　

時報告書であります。　

   平成22年８月３日関東財務局長に提出

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３（吸収合併）に基づく臨時報告書であります。

　 平成23年４月28日関東財務局長に提出

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３（吸収合併）に基づく臨時報告書であります。　

(5)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年６月30日）平成22年７月２日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成23年５月11日　至　平成23年５月31日）平成23年６月３日関東財務局長に提出

　

　　 　 

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

有価証券報告書

133/138



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成22年６月29日

株式会社ユー・エス・エス  

 取締役会　御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司　　印

＜財務諸表監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ユー・エス・エスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について
監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意
見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし
て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た
と判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ユー・エス・エス及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年５月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得及び消

却を実施した。
 
＜内部統制監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユー・エス・エスの平
成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報
告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること
にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうか
の合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、
評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含ん
でいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ユー・エス・エスが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　　上

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成23年６月28日

株式会社ユー・エス・エス  

 取締役会　御中    

 有 限 責 任　　あ ず さ 監 査 法 人 

 
指定有限責社員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束　　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司　　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　家　德　子　　

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ユー・エス・エスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ユー・エス・エス及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年５月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を実施

した。
 
＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユー・エス・エスの平

成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報

告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること

にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうか

の合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、

評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含ん

でいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ユー・エス・エスが平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　　上

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

 平成22年６月29日

株式会社ユー・エス・エス  

 取締役会　御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ユー・エス・エスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ユー・エス・エスの平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年５月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得及び消

却を実施した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上　

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

 平成23年６月28日

株式会社ユー・エス・エス  

 取締役会　御中    

 有 限 責 任　　あ ず さ 監 査 法 人 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束　　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司　　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　家　德　子　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ユー・エス・エスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユー

・エス・エスの平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年４月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社で

ある株式会社ユー・エス・エス横浜および株式会社ＵＳＳ関西を吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締

結した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年５月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を実

施した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上　

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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